


　巻頭言
中南教育事務所長

　近年、教員の退職者の増加や教員採用試験の受験者数の減少、特別支援学級の増加等が要因と
なり、教員不足といった課題が生じています。また、こどもたちの多様化や学習意欲の低下、い
じめや不登校等の問題行動、ＩＣＴの活用による情報化への対応、教職員の働き方改革など、今
日の学校教育が直面している課題は広範囲にわたり、複雑化しています。
　更に、ＡＩ等の技術革新により、社会が大きく変化していく中で、将来予測はますます困難と
なっています。今のこどもたちは、想像さえできない未来社会において、現時点では存在してい
ない仕事に就いたり、開発されていない技術を使ったり、想定されていない問題を解決すること
などに向き合っていかなければなりません。
　国の教育振興基本計画（令和５年６月16日閣議決定）では、こどもたちが将来社会で持続的
な発展を生み出せるよう、自らが社会を形成する一員であり、合意形成を経てルールや仕組みを
創ることができる存在であるとの認識を持つことが重要とされています。その上で、「正解（知
識）の暗記」や「正解主義」への偏りから脱却し、学びの動機付けや幅広い資質能力の育成に向
けて「主体的・対話的で深い学び」の視点から授業改善を行っていくこと、また、学習者の主体
性を軸として、他者との協働や課題解決型学習などを通じた深い学び・思考を体験できるように
するとともに、学びに向かう一人ひとりの能力や態度・学習意欲を育むこと等が求められている
ところです。

　青森県では、令和６年度から５年間の県行政運営の基本方針である「青森県基本計画『青森新
時代』への架け橋」を新たに策定しましたが、青森県の未来を担うこどもたちのための教育を、
県政の最重要施策の一つとし、「青森県のめざす教育」として、「こどもまんなか青森　～未来を
担うこどもたちのために～」を掲げ、その中で、こどもたちが学校教育等を通して、身に付けて
ほしい３つの力を次のとおり位置付けています。

①　学びと挑戦（新たな価値を創造する力）
②　主体性（責任ある行動をとる力）
③　対話（対立やジレンマを克服する力）

　未来を担うこどもたちに、このような力を身に付けさせるためにも、教育活動の直接の担い
手である教員の役割は、極めて重要なものと考えます。教員の職務は、日々変化するこどもの
教育に携わり、こどもの可能性を開く創造的な職業であるため、教員の仕事に対する使命感や
誇り、こどもに対する愛情や責任感など教育に対する強い情熱のほか、教育の専門家としての
確かな力量、総合的な人間力が必要です。

　中南教育事務所では、こどもたちが安心して一人ひとりの個性や資質・能力を最大限伸ばせ
るよう、教育環境の充実を進めてまいります。また、こどもたちの学びを最前線で支える学校
現場や教職員に対し、各種学校訪問をはじめ、「中南未来塾」による学校支援、各種研修会の実
施、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の派遣等、様々なかたちで寄り添
う支援を一層充実するとともに、「チーム学校」としての機能強化へ引き続き取り組んでまいり
ます。更に、学校・家庭・地域の協働による未来を担う人財の育成、そして、活力ある持続可
能な地域づくりに向け、社会教育行政の充実にも一層努めてまいります。
                              
　最後になりますが、各学校の教職員におかれましては、服務規律の遵守を含め教職員として
の自覚を更に高めるとともに、こどもたちの多様化と社会の変化に対応しつつ、自身の資質向
上に励み、誰一人取り残さず、誰もが自分らしさを大切にしながら、こどもたち一人ひとりの
可能性を最大限引き出していただくようお願いいたします。
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第１章　令和６年度青森県教育委員会の施策

　Ⅰ　青森県教育施策の方針

　青森県教育委員会は、郷土に誇りを持ち、多様性を

尊重し、創造力豊かで、新しい時代を主体的に切り拓
ひら

く人づくりを目指します。

このため、

　夢や志の実現に向け、知・徳・体を育む学校教育

　学びを生かし、つながりをつくり出す社会教育

　次代へ伝える、かけがえのない文化財の保存・活用

　活力、健康、感動を生み出すスポーツ

を、市町村教育委員会、家庭や地域社会との連携を図

りながら推進します。

平成26年１月8日決定
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　Ⅱ　学校教育指導の方針と重点
１　方　針

　郷土に誇りを持ち、多様性を尊重し、創造力豊かで、新しい時代を主体的に切り拓く幼児児童
生徒を育成するため、教育は人づくりという視点に立って、学校運営に創意工夫をこらし、夢や
志の実現に向け、知・徳・体を育む学校教育の推進に努める。

２　重　点
　⑴　授業の充実

　一人一人の子どもが、各教科及び総合的な学習の時間等において、確かな学力を身に付ける
ことができるよう、目指す資質・能力を明確にするとともに、言語活動の充実を図りながら、
一人一人の能力・適性に応じた指導と学習習慣の育成に努める。

　　　ア　主体的・対話的で深い学びの実現を図る指導計画等の整備
　　　イ　「知識及び技能」の習得と「思考力、判断力、表現力等」の育成、「学びに向かう力・人

間性等」の涵養に向けた教材研究の深化
　　　ウ　一人一人の学習の過程や成果の的確な把握と指導の改善につながる評価の工夫
　　　エ　各教科等の特質に応じた体験活動や問題解決的な学習を重視した指導の工夫
　　　オ　学校図書館やＩＣＴなどを活用した、子どもの学びを支援する学習環境と学習活動の充

実

　⑵　道徳教育の充実
　一人一人の子どもが、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他社会に
おける具体的な生活の中に生かし、豊かな心をもつことができるよう、教育活動全体を通じて
道徳性の育成に努める。

　　　ア　道徳教育を推進する指導体制と全体計画の整備・充実
　　　イ　道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる指導の工夫
　　　ウ　郷土を愛する心を育む指導の充実
　　　エ　道徳科における学習状況及び道徳性に係る成長の様子の継続的な把握と、評価を生かし

た指導の工夫

　⑶　特別活動の充実
　一人一人の子どもが、様々な集団活動に自主的、実践的に取り組み、集団や自己の生活上の
課題を解決することを通して、集団や社会における生活及び人間関係をよりよく築いていくこ
とができるよう、必要な資質・能力の育成に努める。

　　　ア　自主的な態度を育てる学級活動・ホームルーム活動の工夫
　　　イ　自治的な意識を高める児童会活動・生徒会活動の工夫
　　　ウ　児童の個性の伸長を図り、触れ合いを深めるクラブ活動の工夫
　　　エ　集団への所属感や連帯感を深める学校行事の工夫

　⑷　体育・健康教育の充実
　一人一人の子どもが、生涯にわたって自ら進んで運動に親しみ、健康で安全な生活と豊かな
スポーツライフを送ることができるよう、家庭や地域社会との連携を図りながら、心と体を一
体として捉え、健やかな体を育む教育の推進に努める。

　　　ア　運動に親しむ資質や能力の育成及び体力の向上を図る指導の充実
　　　イ　健康に関する知識を身に付け、積極的に健康な生活を実践できる指導の充実
　　　ウ　食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることができる指導の充実
　　　エ　安全な生活を送る基礎を培い、安全で安心な社会づくりに参加し貢献できる資質・能力

の育成

　⑸　生徒指導の充実
　一人一人の子どもが、健やかに成長することができるよう、家庭や地域社会及び関係機関等
との連携を図りながら、心の結びつきを基調として支えるとともに、問題行動・不登校等の未
然防止、早期発見・早期対応に努める。
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　　　ア　基本的な生活習慣や自己指導能力を育成する協働的な指導体制の充実
　　　イ　生徒指導の実践上の視点を生かした学習指導と学年・学級・ホームルーム経営の充実
　　　ウ　児童理解・生徒理解に基づいた教育相談の充実
　　　エ　児童生徒が主体となるいじめ防止活動の推進と組織的な対応の徹底

　⑹　キャリア教育の充実
　一人一人の子どもが、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的
自立ができるよう、必要な基盤となる資質・能力の育成に努める。

　　　ア　キャリア教育指導体制の整備・充実
　　　イ　現在及び将来の生き方を考える指導・進路指導の充実
　　　ウ　児童生徒の発達の段階に応じた勤労観・職業観の育成

　⑺　特別支援教育の充実
　発達障害を含む障害のある子どもなど特別な配慮を必要とする子どもが、障害等による学習
上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するとともに、その持てる力を最大限に発揮して自
立や社会参加ができるよう、一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援に
努める。

　　　ア　校内支援体制の充実
　　　イ　個別の教育支援計画の作成と活用による関係機関と連携した支援の充実
　　　ウ　個別の指導計画の作成と活用による指導の充実
　　　エ　交流及び共同学習による相互理解の促進

　⑻　環境教育の推進
　一人一人の子どもが、環境と人間との関わりについて関心と理解を深め、環境に対する豊か
な感受性を養うことができるよう、環境保全に主体的に取り組む態度の育成に努める。

　　　ア　教科等間の関連を踏まえた指導の工夫
　　　イ　地域の環境の実態に即した指導の工夫
　　　ウ　環境に関わる体験活動の充実

　⑼　国際化に対応する教育の推進
　一人一人の子どもが、我が国や諸外国の文化と伝統について関心と理解を深めるとともに、
国際社会に貢献できるよう、国際理解教育の推進に努める。

　　　ア　郷土に対する愛着と誇りを涵養する教育の推進
　　　イ　外国語教育の充実による、外国語を通じたコミュニケーション能力の育成
　　　ウ　異なった文化や習慣をもつ人々との交流の推進

　⑽　情報化に対応する教育の推進
　一人一人の子どもが、情報モラルを含む情報活用能力を身に付けることができるよう、系統
的・体系的な情報教育の推進に努める。

　　　ア　情報教育を推進する指導体制の整備・充実
　　　イ　学習指導におけるＩＣＴの適切な活用の推進
　　　ウ　情報通信ネットワーク等を適切に活用した教育の推進
　　　エ　家庭や地域社会と連携した情報モラルに関する指導の充実

　⑾　研修の充実
　教員等の資質を高め、教育活動の充実を図るため、計画的・実践的な研修の充実に努める。

　　　ア　教員等の資質の向上に関する指標を踏まえた研修の推進
　　　イ　日常的に学び合い、指導力を高め合う校内研修体制の整備・充実
　　　ウ　教育要領・学習指導要領に基づく実践的研究の充実
　　　エ　学校の教育課題解決のための実践的研究の充実
　　　オ　家庭や地域社会と連携し、地域の教育資源を活用した特色ある教育活動の研究・推進
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　Ⅲ　社会教育行政の方針と重点

１　方　針
　県民が、自己の向上を目指して生きがいのある充実した生活を送るとともに、豊かで住みよい
地域社会を形成することができるよう、学びを生かしつながりをつくり出す社会教育の推進に努
める。

２　重　点
　⑴　学校・家庭・地域の協働による未来を担う人財の育成

　　ア　地域学校協働活動の促進
　　イ　地域が支えるキャリア教育の充実
　　ウ　こどもの読書活動の充実
　　エ　家庭教育支援の充実
　　オ　青少年の体験活動の充実

　⑵　活力ある持続可能な地域づくりに向けた人財の育成

　　ア　地域活動の実践者、コーディネーターの養成
　　イ　次代の地域を担う若者の育成
　　ウ　地域活動に関わる人財のネットワーク形成の支援
　　エ　多様な働き方を可能にする学び直しの機会の充実

　⑶　生涯を通じた学びと社会参加の推進

　　ア　高齢者や障がい者を始めとする多様なニーズに応じた学びの機会の充実
　　イ　学習成果を生かした社会参加活動の支援

　⑷　社会教育推進のための基盤整備

　　ア　社会教育推進体制の充実　
　　イ　社会教育施設の機能の充実と活用の促進
　　ウ　社会教育関係職員の養成と資質の向上
　　エ　社会教育関係団体等の活動の支援

※　人は青森県にとって「財（たから）」であるという基本的な考え方から、
　ここでは「人材」を「人財」と表しています。
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　Ⅳ　文化財保護行政の方針と重点

１　方　針
　郷土への愛着と誇りを培い、うるおいと活力のある県民生活を実現するため、次代へ伝える、
かけがえのない文化財の保存・活用に努める。

２　重　点
　⑴　文化財の保護・保存

　　　かけがえのない文化財を次代に伝えるため、適切に管理し、保護・保存に努める。
　　ア　文化財を大切にし、守り伝えようとする意識の啓発
　　イ　文化財の調査や記録作成の実施
　　ウ　国や県の文化財指定等の推進
　　エ　文化財の保存・修理等の支援
　　オ　世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」を未来に継承する取組の推進

　⑵　文化財の公開・活用

　　　県民が文化財に興味・関心を持ち、親しめるよう、公開・活用と情報発信に努める。
　　ア　文化財の公開・活用の促進と情報発信
　　イ　史跡等の公有化や整備の支援

　⑶　伝統芸能・技術の継承

　　　地域で育まれ、保存・伝承されてきた伝統芸能や技術の継承に努める。
　　ア　伝統芸能・技術の後継者の育成支援と発表機会の充実
　　イ　こどもの伝統芸能伝承活動の推進

　⑷　博物館等施設の機能の充実

　　　県民が文化財に触れ、体験・体感できる機会の充実と情報発信に努める
　　ア　県立郷土館の資料の収集・保管、展示・調査研究・教育普及活動の充実と情報発信
　　イ　三内丸山遺跡センターの遺跡及び遺跡の出土品の保存、遺跡に関する調査研究・展示・教

育普及活動の充実と情報発信
　　ウ　埋蔵文化財調査センターの発掘調査・研究活動と出土品等の保存・活用の充実及び情報

発信
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　Ⅴ　体育・健康・スポーツ行政の方針と重点

１　方　針
　県民一人一人が、生涯にわたり健やかで活力に満ちた生活を送ることができるよう、学校にお
ける体育・健康教育の充実、生涯スポーツ及び競技スポーツの推進に努める。

２　重　点
　⑴　学校における体育・スポーツの充実

　児童生徒が、豊かなスポーツライフの実現を目指し、自ら進んで運動に親しむ資質・能力を
身に付け、健康の保持増進と体力の向上を図ることができるよう、学校における体育・スポー
ツの充実に努める。

　　　ア　教科体育（保健体育）における学習指導の充実
　　　イ　体力の向上を図る指導の充実
　　　ウ　体育（保健体育）担当教員等の研修の充実
　　　エ　運動部活動の充実

　⑵　健康教育の充実

　児童生徒が、心身ともに健康で安全な生活について理解し実践できるよう、学校、家庭、地
域社会の連携を図り、学校保健、学校における食育及び学校安全を総合的に推進し、健康教育
の充実に努める。

　　　ア　学校保健の充実
　　　イ　学校における食育の充実
　　　ウ　学校安全の充実
　　　エ　健康教育担当教員等の研修の充実

　⑶　スポーツの推進

　県民が生涯にわたり豊かなスポーツライフを実現できるよう、スポーツに親しむ環境づくり
と競技力を向上させる環境づくりの充実を図り、スポーツの推進に努める。

　　　ア　県民のスポーツ参画人口の拡大
　　　イ　スポーツを通じた活力ある社会実現
　　　ウ　本県の競技力向上と次世代アスリート発掘・育成・強化

　⑷　第80回国民スポーツ大会に向けた競技力向上の推進

　2026年に本県で開催される第80回国民スポーツ大会での天皇杯・皇后杯の獲得に向けた総
合的な競技力向上に努める。
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第２章　中南教育事務所学校教育指導の方針と重点

Ⅱ　重　　点

　郷土に誇りを持ち、多様性を尊重し、創造力豊かで、新しい時代を主体的に切り拓く幼児児童生
徒を育成するため、教育は人づくりという視点に立って、学校運営に創意工夫をこらし、夢や志の
実現に向け、知・徳・体を育む学校教育の推進に努める。

１　確かな学力の育成

⑴　「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善
　①　学ぶことに興味や関心をもち、見通しをもって粘り強く取り組み、学習活動を振り返って次に

つなげるような「主体的な学び」を実現する。
　②　子ども同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えることなどを

通して、自己の考えを広げたり、深めたりする「対話的な学び」を実現する。
　③　習得・活用・探究という学びの過程の中で「見方・考え方」を働かせながら、解決策を考えた

り、創造したりするなどの「深い学び」を実現する。
⑵　基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得
　①　「思考力、判断力、表現力等」及び「学びに向かう力、人間性等」との相互の関係を見通しな

がら、既得の知識及び技能と関連付けさせたり、他の学習や生活の場面でも活用させたりするな
どして、生きて働く「知識及び技能」を確実に習得させる。

　②　指導方法、指導体制、教材等の工夫改善による個に応じた指導や、多様な他者と協働して様々
な課題を解決していく協働的な学びの充実を図る。

⑶　指導と評価の一体化及び家庭との連携
　①　学習の過程や成果を的確に把握し、指導の改善に生かすとともに、子どもの学習意欲の向上に

つなげる。
　②　全国学力・学習状況調査等の結果を分析するとともに課題を明らかにし、課題解決のため指導

の工夫・改善に取り組み、指導計画の見直しを図る。
　③　学習の意義や進め方、学習評価の在り方について家庭に周知するとともに、保護者と連携し、

家庭学習の習慣化を図る。

　どのような資質・能力の育成を目指すのかを明確にし、授業改善を通して、基礎的・基本的な知
識及び技能を確実に習得させ、それらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表
現力等を育むとともに、主体的に学習に取り組む態度を養い、確かな学力を育成する。

　中南教育事務所では、青森県教育委員会が定めた「令和６年度学校教育指導の方針と重点」等を受
けるとともに、管内における学校教育の現状と課題を踏まえ、学校教育指導の方針と重点を策定しま
した。
　令和６年度は、６つの重点を掲げ、課題解決に取り組みます。

Ⅰ　方　　針

※　指導事項「中南の教育」Ｐ15～16　参考資料「資料編」Ｐ１～６
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２　豊かでたくましい心の育成

⑴　生命や人権を尊重する心を育む教育の推進

　①　健全な自尊感情を身に付け、生命や人権を尊重する心・他者を思いやる心を育む教育を推進
する。

　②　教育活動全体を通じて、自他の生命がかけがえのないものであることや多様性への理解につ
いて取り上げる機会を設定する。

⑵　「特別の教科　道徳」の充実

　①　道徳的諸価値についての理解を基に、物事を多面的・多角的に考え、生き方についての考えを
深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育て、よりよく生きるための基
盤となる道徳性を養う。

　②　道徳的な課題について、一人一人の子どもが自分自身の問題と捉え、向き合う「考え、議論す
る道徳」へと転換を図り、評価を生かした指導を工夫する。

　③　授業公開や情報発信等を通して、保護者や地域の人々の多くの参観や参加、協力を得るなど共
通理解を深め、相互の連携を図る。

⑶　体験活動の充実

　①　異年齢の仲間や地域の人々との交流を積極的に推進するために、学校の場を生かして、家庭や
地域社会と連携し、体験活動の機会を確保する。

　②　各教科等の特質に応じた教育課程を編成し、学校行事と関連付けながら体験活動を充実さ
せる。

⑷　生き方を見つめ自己実現を目指す指導の充実

　①　日常の係活動等を含めた教育活動全体を通じて、働くことについての意義を考えさせる。
　②　自分の将来について考える機会などを通して、自分のよさや可能性などに気付き、夢や希望を

実現していこうとする態度を育成する。

　教育活動全体を通じて、自尊感情を高め、生命や人権を尊重する心・他者を思いやる心・人間関係
を築く力を育み、規範意識・倫理観を醸成する。

※　指導事項「中南の教育」Ｐ17～20、25～26　参考資料「資料編」Ｐ７～12
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３　健やかな体の育成

４　安全教育と安全管理の徹底

⑴　健康教育の充実
　①　肥満・痩身傾向、ストレスや不安・悩みの増大等、心身の健康に関わる課題を明確にして取り

組む。
　②　身近な生活における健康に関する知識を身に付けさせ、積極的に健康な生活を実践できる資

質・能力を育てる。
　③　望ましい食習慣等健康的な生活習慣の形成を通して、心身の調和のとれた発達を図る。
⑵　体力の向上
　①　学習意欲を喚起しながら十分な運動量を確保する授業を展開する。
　②　各学年の発達の段階を踏まえ基礎的・基本的な内容の定着を目指し、一人一人に応じた体力・

技能の向上を図るための指導を工夫する。
　③　体力テストの結果等から子どもの体力・運動能力を把握し、学校の教育活動や日常生活の中で

生かすことができるよう指導する。
⑶　家庭、地域社会、関係機関等との連携
　①　家庭や地域社会と連携を図りながら、運動する習慣を身に付けさせる。
　②　食生活の偏りやアレルギー、薬物乱用、性に関する問題、感染症に関する正しい知識の習得な

ど、子どもの健康に関わる課題に家庭、地域社会、関係機関等と連携を密にして組織的に取り
組む。

⑴　学校安全の充実
　①　教科横断的な視点で各教科等の安全に関する内容の繋がりを整理し、教育課程の編成を行う。
　②　地域の状況や子どもの実態を踏まえ、適切で効果的な指導が行われるよう、具体的な計画を策

定し実施する。
　③　安全点検、巡回指導、安全マップづくりなどにより、交通事故や水難事故、学校内外の事件・

事故、災害等に関する学区内の状況を把握し、指導に生かす。
　④　防災や交通安全に関する地域ボランティア等への参加を通して、地域や社会をよりよくしよう

とする態度を育成する。
⑵　教職員の危機管理意識の高揚
　①　全教職員で危機管理意識を共有するとともに、危機に対応するための研修や情報収集を一層充

実させる。
　②　危険等発生時対処要領を全教職員で共通理解し、改善・見直しを図る。

　体力は、人間の活動の源であり、健康の維持のほか意欲や気力といった精神面の充実に大きく関わ
っていることから、健康教育の充実や体力の向上など、健やかな体を育成する。

　生命を守る安全教育や安全管理を徹底し、災害等に対応できるよう、安全な生活を送る基礎を培
い、安全で安心な社会づくりに進んで参加し貢献できる資質・能力を育成する。

※　指導事項「中南の教育」Ｐ21～22

※　指導事項「中南の教育」Ｐ22　参考資料「資料編」Ｐ13～14
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５　子どもの発達の支援

⑴　協働的な指導体制の充実
　①　校内における教育相談体制や支援体制の整備、充実を図り、全教職員で計画的、継続的に指

導・支援するとともに、家庭、地域社会、関係機関等との連携を重視し、組織的、協働的に取り
組む。

　②　子どもの内面理解に一層努め、指導方針、指導計画等について保護者と共通理解を図るなど、
信頼関係を基盤として取り組む。

⑵　積極的な生徒指導の充実
　①　学校の教育活動の大半を占める学習指導を充実させるために、「一人一人に学ぶ楽しさや成就

感を味わわせることができる授業（自己存在感の感受）」「お互いに認め合い、学び合うことがで
きる授業（共感的な人間関係の育成）」「自ら課題を見付けそれを追究し、自ら考え、判断し、表
現する授業（自己決定の場の提供）」「個性が尊重され、安全かつ安心して学習できる授業（安
全・安心な風土の醸成）」など、生徒指導の実践上の視点を生かした授業を工夫する。

　②　好ましい人間関係を基盤とし、子ども一人一人の居場所がある望ましい集団づくりに取り組む。
　③　「学校いじめ防止プログラム」に基づき、子どもが主体となったいじめ防止活動を推進するな

ど、未然防止に取り組む。
　④　「いじめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こり得るものである」との前提で、いじめを

積極的に認知し、組織的に対応する。
⑶　特別な配慮を必要とする子どもへの指導
　①　子どもが抱える課題や特性に関し、全教職員で共通理解を図り、心理や福祉等の専門家の助言

も得ながら、正しい理解と認識を深め、組織的に社会的自立を支援する。
　②　子ども一人一人の教育的ニーズを的確に把握し、適切な指導及び必要な支援を組織的かつ計画

的に行う。

　子どもが学校生活によりよく適応し、豊かな人間関係の中で有意義な生活を築くことができるよ
う、一人一人の興味や関心、学習や生活上の課題等を踏まえて子どもの発達を支え、その資質・能力
を高める。

⑶　家庭、地域社会、関係機関等との連携

　①　社会全体で子どもを守り育てていくよう、学校、家庭、地域社会、関係機関等が連携できる体
制を構築する。

　②　学校安全ボランティアを育成したり、関係機関等との連携を密にしたりして迅速な対応ができ
るようにする。

⑷　事故等発生時の対応

　①　事件・事故、災害等が発生した場合、子どもの安全確保を最優先とし、心のケアを適切に行う。
　②　事件・事故、災害等発生時には様々な対応が必要となることから、家庭、地域社会、関係機関

等と連携して対処する。

※　指導事項「中南の教育」Ｐ23～24、27～28　参考資料「資料編」Ｐ19～20
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６　家庭や地域社会との連携及び協働

⑴　教育課程の編成と家庭・地域社会との共有

　①　子どもの姿や地域の現状に関する調査等を踏まえ、学習内容をどのように学び、どのような資
質・能力を身に付けられるようにするのかを教育課程において明確にする。

　②　教育目標を含めた教育課程編成についての基本的な方針を家庭や地域社会と共有する。
⑵　特色ある教育活動の推進と教育課程等の改善

　①　地域の教育資源や学習環境を活用した特色ある教育活動を推進するなど、家庭・地域社会と一
体となって子どもたちを育む。

　②　学校評価をカリキュラム・マネジメントと関連付けて実施し、教育課程を中心として教育活動
の質の向上を図る。

⑶　信頼される学校づくり

　①　家庭、地域社会、関係機関等と相互に連携するとともに、心理や福祉等の専門家の意見も取り
入れながら、チームとしての学校づくりを推進する。

　②　「校長及び教員としての資質の向上に関する指標」等を目安に、全教職員が、学び続ける向上
心をもって研修に努め、実践的な指導力やマネジメント力の向上を図るとともに、豊かな人間性
や社会性を身に付けるようにする。

　家庭や地域の人々とともに子どもを育てていくという視点に立ち、社会に開かれた教育課程を実
現するため、家庭や地域社会との連携及び協働を推進する。

※　指導事項「中南の教育」Ｐ29～36　参考資料「資料編」Ｐ15～18、21～24
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　Ⅲ　現状と課題及び指導事項
１　授業の充実

　一人一人の子どもが、各教科及び総合的な学習の時間等において、確かな学力を身
に付けることができるよう、目指す資質･能力を明確にするとともに、言語活動の充実
を図りながら、一人一人の能力・適性に応じた指導と学習習慣の育成に努める。

　⑴　主体的・対話的で深い学びの実現を図る指導計画等の整備

現
状

・　校内研修等を通して主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善への取組
が進められている。

課
　
題

・　主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を進めるための指導計画を作
成する必要がある。

・　児童生徒の実態を踏まえ、学校の創意工夫を生かした指導計画や全体計画等を作
成する必要がある。

指
導
事
項

①　単元や題材など内容や時間のまとまりを見通して、問題解決の見通しを立てる場
面や考えを広げ深める場面の設定など、指導計画等を整備、活用し、資質・能力を
育む効果的な指導を行うよう努める。

②　諸検査等の結果を基に、自校の実態を十分に分析するとともに、児童生徒や地域
の実態を踏まえながら、教科等横断的な視点で指導計画等を整備し、組織的、計画
的に教育活動の質の向上を図るカリキュラム・マネジメントの実践に努める。

　⑵　「知識及び技能」の習得と「思考力、判断力、表現力等」の育成、「学びに向かう力・
人間性等」の涵養に向けた教材研究の深化

現
　
状

・　目的に応じたＩＣＴの活用、学習形態や指導形態の工夫等を生かした授業実践に
取り組んでいる。

・　各種資料や視聴覚教材等を活用し、児童生徒の興味・関心を喚起したり、課題を
焦点化したりしながら、理解を促す授業づくりに努めている。

課
　
題

・　知識及び技能の習得に向け、児童生徒の実態に応じた授業づくりを更に進める必
要がある。

・　思考力、判断力、表現力等の育成に向けた授業づくりにおいて、知識及び技能を
活用して課題を解決する過程を重視する必要がある。　

指
導
事
項

①　児童生徒の理解と定着の程度や興味・関心を踏まえ、教材等の特性を十分に研究
し、児童生徒が知識を相互に関連付けてより深く理解したり、新たな技能を既得の
技能等と関連付けたりして、他の学習や生活場面で活用できるよう授業の組み立て
を工夫する。

②　見通しを立てたり振り返ったりする過程、互いの考えを伝え合い多様な考えを理
解し集団としての考えを形成する過程、思いや考えを基に意味や価値を創造する過
程等を重視した教材研究に努める。

　⑶　一人一人の学習の過程や成果の的確な把握と指導の改善につながる評価の工夫

現
　
状

・　校内研修等を通して、評価についての理解が図られている学校がある。
・　授業等における教師による見取りのほか、児童生徒による授業を振り返る活動や

授業アンケートなどの自己評価や相互評価などが取り入れられている。

課
　
題

・　ねらいに応じた評価項目や評価場面を精選し、評価計画を立案する必要がある。
・　観点に応じた適切な評価方法と評価場面を精選し、適切に評価活動を行い、授業

改善に生かす必要がある。
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指
導
事
項

①　資質・能力を育成するために、単元や題材など内容や時間のまとまりごとに、学
習状況を把握し、指導に生かす評価や記録に残す評価について、時期や場面を精選
し評価計画を立案するよう努める。

②　観点に応じた多面的・多角的な評価や児童生徒の学習意欲の向上につながる評価
等を工夫し、指導の改善に生かすなど指導と評価の一体化に努める。

　⑷　各教科等の特質に応じた体験活動や問題解決的な学習を重視した指導の工夫

現
　
　
　
状

・　児童生徒一人一人の興味・関心を生かし、体験活動や問題解決的な学習を意図
的、計画的に授業に取り入れ、よりよく問題を解決するための手順や方法が身に付
くよう、学び方の指導が行われてきている。

・　形式的な課題設定や自力解決の場が設定されていないなど、活動すること自体が
目的となっている取組がみられる。

・　複式指導においては、直接指導と間接指導を効果的に組み合わせ、学習効果を高
　める取組がみられる。

課
　
題

・　各教科等の特質に応じた体験活動を重視し、指導計画等を工夫する必要がある。
・　問題解決的な学習を重視した指導を工夫する必要がある。
・　複式指導においては、指導技術向上のため、指導資料「へき地・複式教育ハンド

ブック」の周知及び活用や校内外での研修の充実を図ることが必要である。

指
　
導
　
事
　
項

①　各教科等の特質に応じた体験活動を継続するために、時間割の弾力的な編成、合
科的・関連的な指導等、体験を伴う学習の時間を確保するカリキュラム・マネジメ
ントの実施に努める。

②　児童生徒にとって必然性のある課題設定、多様な考え方に触れ、新たな気付きや
思考の深まりがある問題解決の場の設定など、問題解決的な学習を重視した指導を
工夫する。

③　複式指導においては、中・長期的な指導計画に基づき、「リーダー学習」や「ガ
イド学習」を充実させるなど、児童生徒に主体的に学習に取り組む態度を身に付け
させるよう指導方法等を工夫する。

　⑸　学校図書館やＩＣＴなどを活用した、子どもの学びを支援する学習環境と学習活動　
　　の充実

現
　
　
状

・　学校図書館については、図書標準率に達する割合が全国平均を下回る学校が多い
ものの、実態に応じて「読書センター」「学習センター」「情報センター」として
機能するよう整備が進められている。

・　ＩＣＴについては、授業等における弾力的な活用を積極的に推進している学校が
増えている。

課
　
題

・　学校図書館の計画的な利活用を推進し、児童生徒の主体的・対話的で深い学びの
実現に向けた授業改善に生かすことが重要である。

・　学びの質を高めるＩＣＴの活用方法についての実践的研究を進めることが重要で
ある。

指
導
事
項

①　配架や学習内容に合わせた最新の図書、資料等の整理・展示などの環境整備を行
い、教育課程との関連を踏まえて、学習活動での計画的・継続的な利活用が図られ
るよう努める。

②　１人１台端末の活用を推進するために、校内研修等で効果的な事例を共有し、学
習活動での活用に努める。
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２　道徳教育の充実

　一人一人の子どもが、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その
他社会における具体的な生活の中に生かし、豊かな心をもつことができるよう、教育
活動全体を通じて道徳性の育成に努める。

　⑴　道徳教育を推進する指導体制と全体計画の整備・充実

現
　
　
状

・　学習指導要領及び解説の趣旨や内容について、小学校では51校中43校、中学校
では26校中23校が校内研修等を通して共通理解を図っている。

・　全体計画（別葉を含む。）については、全教員で見直しを図っている学校が小学校
では51校中31校、中学校では26校中７校となっている。

課
　
　
　
題

・　学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育、また、その「要」となる「特別の教
科　道徳」（以下「道徳科」という。）の充実が図られるよう、引き続き学校全体で
指導力向上に努める必要がある。

・　道徳教育が計画的・発展的に行われるよう、生きて働く全体計画（別葉を含む。）
について、全教員で必要に応じて見直し、改善を図ることが重要である。

・　校長が明確な方針を示し、道徳教育推進教師を中心に、全教員が協力・分担して
道徳教育を展開できるような校内体制を整備する必要がある。

指
導
事
項

①　児童生徒の実態に応じた指導の改善・充実を図るとともに、学習指導要領及び解
説の趣旨や内容の理解を一層深める。

②　日常の教育活動の中で活用されるようにするために、道徳教育の全体計画（別葉
を含む。）に指導の内容及び時期を明示し、具体的な指導に結びつけるように努める。

③　全教員が参画し、協力・分担し合う指導体制の整備・充実のために、校内研修等
で道徳教育を取り上げたり、授業を参観し合ったりする。

　⑵　道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる指導の工夫

現
　
　
状

・　年間指導計画について、小学校では51校中49校、中学校では26校中24校が、
各学年の目標、重点項目に基づいた計画を作成している。

・　小・中学校共に、ＩＣＴを積極的に活用し、アンケートの結果を提示したり、話
合いのツールとして活用したりするなど、児童生徒の実態に応じた指導の工夫が行
われている。

課
　
　
　
題

・　活用される年間指導計画にするために、「各学年の目標、重点項目に基づいた計
画となっているか」、「児童生徒の実態に応じているか」等の視点による改善・充
実を図る必要がある。

・　児童生徒の発達の段階に応じて、「考え、議論する」道徳の質的向上が図られる
よう、道徳科の特質を生かした多様な指導方法を工夫する必要がある。

・　学校間、学年間の指導の継続性を意識した指導を充実させる必要がある。

指
　
導
　
事
　
項

①　実際に活用され、機能するような年間指導計画作成のために、指導の時期、主題
名、ねらい及び教材を一覧にして示すとともに、学習指導過程を明示したり、授業
の評価や反省を記入する欄を設けたりするなどの工夫に努める。

②　児童生徒が、道徳的価値と向き合い、自分との関わりの中で物事を多面的・多角
的に考えることができるよう、問題解決的な学習や道徳的行為に関する体験的な学
習等を取り入れるなど、多様な指導方法の工夫に全校体制で努める。

③　内容項目が発展的に指導されているか等を把握し、児童生徒の発達の段階に応じ
た指導の工夫に努める。
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　⑶　郷土を愛する心を育む指導の充実

現
　
　
　
状

・　地域人材を活用した授業や総合的な学習の時間との関連を図り、地域行事への参
加や郷土をテーマとした体験活動が行われている。

・　地域の人材を活用した体験的な学習を行っている学校がある。
・　保護者や地域の人々の理解や協力を得るために、学級・学年・学校通信、道徳通

信等で道徳教育について取り上げている学校が、小学校では51校中37校、中学校
では26校中18校となっている。

課
　
題

・　魅力的な地域教材等の保存と共有、開発と活用を進めていく必要がある。
・　家庭や地域の人々の積極的な参加や協力が得られるよう、家庭や地域社会との連

携を図った指導体制を整備する必要がある。

指
導
事
項

①　郷土を愛する心を育てるために、既存の地域教材の活用及び新たな地域教材を開
発・活用し、その実践の保存・共有に努める。

②　道徳教育の方針や計画を公表したり、道徳科の授業を積極的に公開したりするな
ど、家庭や地域社会との共通理解に基づいた連携・協力体制の整備・充実を図る。

　⑷　道徳科における学習状況及び道徳性に係る成長の様子の継続的な把握と、評価を生か
した指導の工夫

現
　
状

・　ワークシートを活用している学校が、小学校では51校中47校、中学校では26校
中25校となっている。

・　成長の様子を継続的に把握するために、ファイルへの蓄積やＩＣＴ端末を活用し
たデータ保存など評価の方法を工夫している学校がある。

課
　
　
　
題

・　校長及び道徳教育推進教師のリーダーシップの下、全教師の共通理解による組織
的・計画的な評価を行う必要がある。

・　学習活動における児童生徒の具体的な取組状況を継続的に把握し、一定のまとま
りの中で学習活動全体を通して見取る必要がある。

・　児童生徒のよい点や成長の様子を積極的に把握しながら、それらを日常の指導や
個別指導に生かしていくことが必要である。

指
　
導
　
事
　
項

①　学習評価の妥当性、信頼性を担保するために、評価に必要な資料や評価方法、評
価の視点について共通理解を図ったり、評価に関する実践事例を蓄積し共有したり
するなど、組織的・計画的な評価の推進に努める。

②　道徳科における学習状況や道徳性に係る成長の様子を継続的に把握し、児童生徒
が一面的な見方から多面的・多角的な見方へ発展させているか、道徳的価値の理解
を自分自身との関わりで深めているかといった点を重視しながら、評価方法の工夫
に努める。

③　指導と評価の一体化を図るために、学習指導過程や指導方法等を振り返り、教師
自らの指導を評価するとともに、その評価を授業にフィードバックさせ、道徳性を
養う指導の改善につなげる。
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３　特別活動の充実

　一人一人の子どもが、様々な集団活動に自主的、実践的に取り組み、集団や自己の生活上
の課題を解決することを通して、集団や社会における生活及び人間関係をよりよく築いてい
くことができるよう、必要な資質・能力の育成に努める。

　⑴　自主的な態度を育てる学級活動の工夫

現
　
　
　
状

・　小学校では、司会の輪番制、国語科と関連した指導、「小学校特別活動映像資料」（国立教
育政策研究所）の活用等により話合い活動の充実に取り組んでいる。中学校では、全教科で
の話合い活動の充実、短学活の活用等、全校体制で話合い活動の充実に取り組んでいる。
小・中学校共に、意見の共有、集約などにＩＣＴを活用している。

・　ソーシャルスキルトレーニングの手法を取り入れたり、学校全体として人間関係づくりに
関する調査等を活用したりするなどして、望ましい人間関係づくりに積極的に取り組んで
いる。

・  当番活動や係活動などを通して自己有用感を高め、集団の一員としての自覚をもたせよう
としている。

課
　
　
　
題

・　各学年で取り上げる内容の重点化や内容間の関連・統合を図るなどして、全学年において
全ての内容を取り扱うことができるよう、指導計画の見直しを図り、確実に実践する必要が
ある。

・　学級活動の指導方法等について教師の理解を深め、学年間や学校全体で共通理解を図りな
がら取り組んでいく必要がある。また、小学校で行ってきた学級活動の積み重ねや経験を中
学校でも生かせるよう、系統的、発展的に取り組んでいく必要がある。

・　学級活動の時間に合意形成や意思決定したことについて、事後指導を通じて実践化を図り、
評価を工夫する必要がある。

指
　
導
　
事
　
項

①　特別活動を要としつつ、各教科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図る必要がある
ことから、小・中・高等学校のつながりを意識し、系統的、発展的な取組に努める。

②　話合い活動の時間を確保し、「問題の発見・確認」、「解決方法の話合い」、「解決方法の決定」、
「決めたことの実践」、「振り返り」といった学習過程を通じ、児童生徒が自発的、自治的な
学校の生活づくりを実感できる指導に努めるとともに、事前・事後指導を充実させる。

③　評価については、活動の結果だけではなく活動の過程における努力や意欲を積極的に認め
たり、児童生徒のよさを多面的・総合的に評価したりするよう努める。

　⑵　自治的な意識を高める児童会活動・生徒会活動の工夫

現
　
　
　
　
状

・　全校のスローガンや年間テーマを決め、学級活動や学校行事との関連を図りながら、活発
な活動が行われている。また、集会等での発表場面の設定や話合い活動の充実にも取り組ん
でいる。

・　児童会・生徒会行事では、計画に児童生徒の声を取り入れるなどし、一人一人に成就感や
達成感を味わわせるよう、工夫した取組が行われている。

・　中学校では、学校独自のリーダー研修会や、生徒主体の集会の計画・運営、学校生活向上
のために全校での話合いの場面を設定するなど、各学校の実態に応じた特色ある取組が見ら
れる。

課
　
　
題

・　児童生徒が学校生活の諸問題に自ら気付き、解決できるよう、自発的、自治的な活動の指
導、支援に一層努める必要がある。

・　児童生徒に児童会活動や生徒会活動の意義やねらいを理解させるとともに、児童会・生徒
会役員と各委員会、各学級との連携をより強化することや全教職員の共通理解を更に図って
いくことが必要である。
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指
　
導
　
事
　
項

①　「自分たちの手で、自分たちの学校をよりよくしていこう」という課題意識をもち、その
解決に向けて自発的、自治的な活動を展開することが大切である。

②　学校生活の充実を目指した児童生徒の発想や創意工夫を生かし、その活動が主体的に展開
できるよう、適切な指導及び支援に努める。その際、計画や運営を行う児童生徒に積極的に
関わる指導体制を確立するとともに、指導の場面や方法、評価の在り方等を全教職員が共通
理解し、適切な指導をする。

③　活動の活性化が図られるよう、全教職員がそれぞれの特性を生かし、役割と責任を分担す
るとともに、互いに参加・協力し合える指導体制の確立に努める。

　⑶　児童の個性の伸長を図り、触れ合いを深めるクラブ活動の工夫

現
状

・　異学年交流や縦割り活動の場として位置付け、高学年児童がリーダーシップを発揮できる
よう工夫している。

・　外部講師を活用したり、地域の伝統文化を取り入れたりするなど特色ある取組が見られる。

課
　
題

・　小規模校を中心として、児童数や教員数の不足により活動が限定されてきているため、施
設・設備等を考慮し、児童の興味・関心に応じたクラブの設置に努めることが重要である。

・　年間を通じた指導計画の作成、組織及び体制づくり、成果発表の場の確保などについて更
に改善を図っていく必要がある。

指
導
事
項

①　クラブ活動の教育的意義について共通理解を図るとともに、指導のねらいを明確にした指
導計画の作成に努める。

②　児童が主体となってより具体的な活動計画を立てたり、必要に応じて児童の話合いが行わ
れたりするなど、教師の適切な指導の下、児童自身による運営を更に推進する。

　⑷　集団への所属感や連帯感を深める学校行事の工夫

現
　
　
　
状

・　前年度の評価を踏まえ、児童生徒、学校及び地域の実態や時期を考慮しながら、調和のと
れた指導計画を作成している。

・　小学校や小規模の中学校では、異年齢集団による交流が積極的に取り入れられている。大
規模の中学校では、学級の団結力の向上を目指した行事が行われている。

・　行事へ積極的に参加するよう、一人一人に役割と責任をもたせ取り組ませている。また、
事後活動として振り返りをさせている。

課
　
題

・　ねらいを明確にした系統的な指導計画の作成など、より一層の充実を図る必要がある。
・　事前に児童生徒に行事の意義やねらいを理解させたり、短時間で効果的な振り返りの機会

を設定したりする指導時間の確保や評価の工夫が必要である。
指
導
事
項

①　各種行事との関連を図りつつ適切な時数を配当するとともに、個々の行事の教育的価値を
大切にし、児童生徒一人一人にとって魅力ある行事となるような計画を作成する。

②　学校行事の充実と改善を図るために、めあてをもって取り組ませたり、自己評価などねら
いに基づいた振り返りをさせたりするなど、評価の充実に努める。
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４　体育・健康教育の充実

　一人一人の子どもが、生涯にわたって自ら進んで運動に親しみ、健康で安全な生活と豊かな
スポーツライフを送ることができるよう、家庭や地域社会との連携を図りながら、心と体を一
体として捉え、健やかな体を育む教育の推進に努める。

　⑴　運動に親しむ資質や能力の育成及び体力の向上を図る指導の充実

現
　
　
　
　
　
状

・　個に応じた学習課題の設定、学習カードやＩＣＴの活用、あおもり国スポイメージソン
グ「翔けろ未来へ」等の音楽を利用するなど、一人一人に運動の楽しさや喜びを味わわせ
るよう工夫している。

・　授業形態を工夫し、ペアやグループでの教え合い・学び合いを取り入れながら、運動に
対する意欲の向上に努めている。

・　体力テストの結果を活用し、授業におけるトレーニング等の工夫や全校的な取組により、
体力の向上を図っている。また、「あすなろっ子元気アップチャレンジ」に登録したり、
県内全小学校に配布された「楽しさアップ！10分うんどう」ＤＶＤを活用したりするな
ど、運動への意欲付けを図っている。

課
　
　
　
題

・　授業以外の運動時間の減少、積極的に運動する子とそうでない子の二極化傾向、運動に
対する意欲の差、食生活の乱れや肥満・痩身傾向など個人差や能力差に対応する指導方法
を一層工夫していく必要がある。

・　児童生徒の心身の健全な発達を促すよう、家庭、地域社会、関係機関・団体と連携して
取り組み、充実を図る必要がある。

・　学校生活における運動する場と時間の確保、日常生活における運動の習慣化を図る必要
　がある。

指
導
事
項

①　児童生徒が自ら進んで運動に親しむ資質や能力を育てていくため、体力テストの結果等
を活用するなど児童生徒の実態を踏まえた全体計画の作成に努める。また、体育的活動の
実施に当たっては、事故防止について万全の体制を確立しておく。

②　体育科・保健体育科はもとより、学校の教育活動全体を通じて相互に関連させて総合的
に行うとともに、家庭、地域社会、関係機関・団体と連携した取組を積極的に推進するな
ど、運動の習慣化を図るための効果的な指導に努める。

　⑵　健康に関する知識を身に付け、積極的に健康な生活を実践できる指導の充実

現
　
　
　
状

・　関係機関と連携し、外部講師を活用した健康に関する各種教室を実施するなど、健康教
育の充実に取り組んでいる。

・　保健学習及び保健指導において、日常生活の身近な健康問題を取り上げ、自己の意思決
定や行動選択の場面を設定した授業実践に取り組んでいる。

・　健康な生活の実践について、各種通信や参観日等で、家庭や地域社会へ情報を提供して
いる。

課
　
　
　
題

・　保健教育、保健管理及び学校保健に関する組織活動の内容を加えた学校保健計画を作成
する必要がある。

・　学校の教育活動全体を通じて健康教育の観点を捉え、日常生活での実践に結び付けてい
く指導の工夫が必要である。

・　学校保健委員会等を活用し、家庭や地域社会との連携を図り、積極的な情報提供や一体
となった取組等の工夫が必要である。

指
導
事
項

①　学校保健計画を作成して組織的に取り組むとともに、総合的な評価を行い、計画及び取
組の継続的な見直し・改善を図る。

②　保健教育においては、養護教諭や外部講師を活用するなど、指導方法・形態を工夫する。
③　学校保健委員会を活用し、地域の子どもの健康問題について協議したり、取組状況等に

ついて周知したりするよう努める。
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　⑶　食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることができる指導の充実

現
　
　
　
状

・　食に関する年間指導計画を作成し、各教科、特別活動、給食の時間等の指導内容・方法
を生かしながら教科等横断的な指導として関連付け、食の大切さを指導している。

・　栄養教諭や学校栄養士、養護教諭等とのＴ・Ｔを取り入れながら、学年に応じた食に関
する指導を進めている。

・　給食時の放送や保健だよりを活用しながら、食への関心を高め、食中毒や感染症の未然
防止も含めて、食に関する正しい知識の啓発に努めている。

課
　
題

・　児童生徒の食に関する実態を把握し、食に関する指導の全体計画①及び②を作成し、効
果的、継続的な指導が行われるよう配慮することが必要である。

・　欠食、孤食、偏食などの食に関する多様な問題に対して、家庭との連携の在り方を工夫
し、児童生徒とともに保護者の意識も高めていく必要がある。

指
　
導
　
事
　
項

①　児童生徒の食生活の実態を踏まえ、学校給食や各教科等との関連を図った総合的な食に
関する指導の全体計画①及び②を作成するとともに、その実践について総合的に評価し、
計画及び取組の継続的な見直し・改善を図る。

②　食に関する指導の実施に当たっては、児童生徒の食への興味・関心が喚起されるよう、
発達の段階等に応じた指導の工夫に努める。　

③　食生活の中心である家庭や地域社会との連携をより一層図るとともに、実情に即した指
導に努める。

　⑷　安全な生活を送る基礎を培い、安全で安心な社会づくりに参加し貢献できる資質・能
力の育成

現
　
　
状

・　学校安全計画を作成し、安全管理、安全指導を組織的・計画的に実施している。
・　地域社会やＰＴＡ及び関係機関と連携し、登下校指導、通学路の安全点検等を実施して

いる。
・　避難訓練や交通安全教室について、児童生徒自ら安全な行動がとれるよう、工夫しなが

ら実施している。

課
　
　
題

・　学校安全について、全教職員の共通理解を図るとともに、研修等により、学校安全に関
する資質の向上に努める必要がある。

・　地域の状況や児童生徒の実態を踏まえ、安全な生活を送る基礎を培い、安全で安心な社
会づくりに参加する意欲を高められるよう、体験的な指導の工夫や地域社会とのより緊密
な連携が必要である。

指
　
導
　
事
　
項

①　安全な行動選択の必要性、安全な行動の実践方法等について、教科等横断的な視点で計
画的・継続的に指導する。

②　学校、家庭、地域の関係機関・団体等との連携を密にするため、学校安全委員会等を組
織し、地域全体の安全活動となるよう努める。

③　危機管理マニュアルによって、学校管理下における危険等発生時の教職員の役割等を明
確にし、安全確保に対することを全教職員で共通理解し、訓練・評価・改善を繰り返すな
ど見直しを図る。

※　食に関する指導の全体計画①及び②の作成に関しては、「食に関する指導の手引き」－第二
次改訂版－　平成31年３月文部科学省（ｐ37～49）を参照。
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５　生徒指導の充実

　一人一人の子どもが、健やかに成長することができるよう、家庭や地域社会及び関係機
関等との連携を図りながら、心の結びつきを基調として支えるとともに、問題行動・不登
校等の未然防止、早期発見・早期対応に努める。

　⑴　基本的な生活習慣や自己指導能力を育成する協働的な指導体制の充実

現
　
　
　
状

・　生徒指導に係る方針や重点事項を明確にした全体計画を作成し、実践項目を設けて全教職
員で指導するとともに、生活の振り返り場面を活用しながら共通理解に努めている。

・　問題発生時及び日常における情報共有のシステムを明確にし、問題行動・不登校等の未然
防止、早期発見・早期対応に組織的、継続的に取り組んでいる。

・　学校・学年・学級だより、生徒指導だより等による情報提供、民生委員・児童委員等との
懇談会の開催、ＰＴＡと共に宵宮の巡回指導や交通安全のための街頭指導等に取り組んでい
る。

課
　
　
題

・　全教職員の協働的な指導体制の下、計画的、継続的な指導を徹底することが重要である。
・　全教職員が一貫した指導理念と同一歩調で生徒指導に当たるためには、計画的、組織的な

研修を通して共通理解を図っていくことが必要である。
・　チーム学校として、多様な人材がそれぞれの専門性を生かして能力を発揮し、児童生徒に

必要な資質・能力を確実に身に付けさせるよう指導する必要がある。

指
導
事
項

①　チーム学校として児童生徒一人一人の自己指導能力を育成するために、深い自己理解に基
づき、主体的に問題や課題を発見し、自己の目標を選択、設定し、自発的、自律的かつ他者
の主体性を尊重しながら、自らの行動を決断し、実行する力を身に付けさせる。

②　教職員同士が同僚性を持ち続け、継続的に振り返り、学び合う文化・風土が根付くよう、
校内研修の一層の工夫と充実を図る。

③　家庭、地域社会、関係機関等との連携・協働する体制を構築し、相互に協力しながら基本
的な生活習慣の確立や自己指導能力の育成に努める。

　⑵　生徒指導の実践上の視点を生かした学習指導と学年・学級経営の充実

現
　
　
　
状

・　児童生徒の実態を把握し、個性を尊重するとともに、それぞれの特性を理解しながら、自
己存在感をもたせる場や共感的な人間関係の育成の場を設定している。

・　一人一人のよさや好ましい行動を教師や他の児童生徒が見つけ、学級、学年及び全校で紹
介し合う活動など、自己肯定感を高めるための取組が行われている。

・　他者との良好な人間関係を形成し、維持していくために、構成的グループエンカウンター
などグループアプローチを学級活動の年間指導計画に位置付けている。

課
　
　
題

・　好ましい人間関係の育成と自己存在感を得ることのできる場の設定を工夫し、生徒指導の
実践上の視点を全教育活動に生かせるよう努めることが重要である。

・　学校生活の中心である授業においては、一人一人が生き生きと学習に取り組めるよう、学
級の中での居場所をつくる必要がある。

・　共感的な人間関係を基盤とし、より望ましい集団づくりに取り組む必要がある。

指
導
事
項

①　学年所属の全教職員が、発達の段階を踏まえ、組織的に指導できる体制を整備する。
②　授業を含めたあらゆる場面において、一人一人の児童生徒に自己存在感を与え、児童生徒

同士の共感的な人間関係を育成し、自己決定の場を与えて、安全・安心な風土を醸成するこ
とにより自己指導能力の育成に努める。

③　児童生徒がいじめをはじめとした学校生活上の諸問題を、自ら見いだし、自主的に解決で
きるような活動を積極的に取り入れ、成就感や自信を獲得させるよう努める。
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　⑶　児童理解・生徒理解に基づいた教育相談の充実

現
　
　
　
状

・　不登校児童生徒に対しては、対策会議等で個々の状況を把握するとともに、スクールカウ
ンセラーやスクールソーシャルワーカー、相談員等と連携した支援に努めている。

・　養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、相談員等との連携を図
るとともに、学年や学級の枠を越えて相談に当たるなど、教育相談体制の充実に努めてい
る。

・　学校生活アンケート等の調査資料を基に、児童生徒の悩みに焦点を当てた相談ができるよ
う工夫している。

課
　
　
題

・　不登校児童生徒について、関係機関との面談や相談等も活用し、個に応じた支援を連携し
て行うことが重要である。

・　全ての児童生徒を対象とした教育相談体制を整えるための時間や相談室等の確保、スクー
ルカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、相談員等の活用とその連絡・調整をするこ
とが重要である。

・　カウンセリングの知識や技術向上のための研修を計画的に実施することが重要である。

指
　
導
　
事
　
項

①　魅力ある学校づくりと同時に、不登校等問題を抱える児童生徒に対しては、多様な要因や
背景を適切にアセスメントして対応方針を定め、多職種の専門家や関係機関と連携しなが
ら、チーム学校としての体制を整備するよう努める。

②　全教職員が、研修等を通して、教育相談の技術を高めていくとともに、スクールカウンセ
ラー、スクールソーシャルワーカー等と学校内外の連携に基づくチームの活動として、全て
の児童生徒を対象とした教育相談体制の整備・充実に努める。

③　一人一人の児童生徒の内面理解だけではなく、環境面からも理解を深め、学校及び家庭に
おける悩みや不満を早期に把握し、個に応じた教育相談を積極的に行う。

　⑷　児童生徒が主体となるいじめ防止活動の推進と組織的な対応の徹底

現
　
　
状

・　いじめ防止標語の作成や児童生徒が互いのよいところを認め合う活動など、各学校の実態
に応じ、教育活動全体を通じていじめの未然防止に取り組んでいる。

・　定期的にいじめアンケートを実施するなど、いじめの早期発見に努め、いじめとして積極
的に認知し、組織的に対応している。

課
　
　
　
題

・　全ての児童生徒がいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論することにより、い
じめに対して正面から向き合うことができるような実践的な取組を充実させることが必要で
ある。

・　個々の教職員間において、いじめの定義の解釈に差が生じないよう、学校全体で共通理解
を図るとともに、「いじめの定義」及び「いじめを積極的に認知し対応していること」を保
護者や地域に丁寧に伝えることが大切である。

・　発達支持的生徒指導や、課題予防的生徒指導へ転換を図る必要がある。

指
　
導
　
事
　
項

①　児童生徒が主体となるいじめ防止活動等、いじめ未然防止の取組を「学校いじめ防止プロ
グラム」に明示し、学校全体でいじめの防止に組織的・計画的に取り組むとともに、学校評
価を基に改善を図る。

②　学校いじめ防止基本方針を家庭や地域に周知するとともに、「学校いじめ対策組織」の活
性化を図り、ハートフルリーダーを中心に、教職員間での情報共有を図ることや、児童生徒
の保護者に対して、対策組織の存在が認識されるような取組を積極的に行う。

③　発達支持的生徒指導や、課題予防的生徒指導を推進し、いじめの未然防止や早期発見のた
めの取組の充実を図る。
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６　キャリア教育の充実

　一人一人の子どもが、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業
的自立ができるよう、必要な基盤となる資質・能力の育成に努める。

　⑴　キャリア教育指導体制の整備・充実

現
　
状

・　多くの小・中学校において、全体計画及び年間指導計画が作成されているとともに、校務
分掌にキャリア教育担当者が位置付けられ、キャリア教育を組織的に推進している。

・　多くの小・中学校において、キャリア形成のために、発達の段階に応じて、身に付けさせ
たい資質・能力を意識した計画を作成している。

課
　
　
　
題

・　作成した全体計画及び年間指導計画は、ＰＤＣＡサイクルにより随時見直し、改善・充実
を図る必要がある。

・　各教科等との関連を図った体系的・系統的な諸計画を作成する必要がある。
・　キャリア教育に関する研修が不足していること、外部指導者や時間の不足、体験場所の確

保、キャリア教育の視点で教育活動を見直す必要がある。

指
　
導
　
事
　
項

①　キャリア教育推進のための校内組織を学校の実態に即して整備するとともに、教職員の役
割分担を明確にした協力体制を構築し、キャリア教育の必要性や意義等について、全教職員
で共通理解を図る。

②　特別活動を要としながら、総合的な学習の時間や学校行事、道徳科や各教科等との関連を
図り、体系的・系統的な実践とその評価及び改善に努める。

③　教職員間に意識の差が生じないようにするためには、キャリア教育に関する校内研修等を
計画的に行うとともに、校外の研修にも積極的に参加するよう努める。

　⑵　現在及び将来の生き方を考える指導・進路指導の充実

現
　
　
　
状

・　多くの小・中学校において、体験活動や学習の場を設定し、将来の夢や希望を育んだり、
生き方や進路について考えさせたりする取組が行われている。

・　小・中・高等学校を通して継続的に児童生徒の変容を捉えた指導が不十分であり、キャリ
ア教育に関する活動が断片的・一過性の取組になっている状況がみられる。

・　「あおもりっ子キャリア・パスポート～明日へのかけ橋～」を活用している学校は、小学
校では51校中51校、中学校では26校中23校である。

課
　
　
　
題

・　現在及び将来の生き方を考える指導や、進路指導の充実を図るためには、教師と児童生徒、
児童生徒相互の人間関係を密にし、信頼と連帯に支えらえた関係づくりが必要である。

・　小学校では、将来の生き方を考える指導において、低学年から所属する集団やみんなのた
めに働く経験を重視し、日常の積み重ねを通して自立的に働くことの大切さや意義を考えさ
せていくことが重要である。

・　中学校では、生徒が将来の生き方や進路に関する主体的な選択能力を高めるために、学校
の教育活動全体を通じ、組織的かつ計画的な進路指導を行うことが重要である。
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指
　
導
　
事
　
項

①　「あおもりっ子キャリア・パスポート～明日へのかけ橋～」など児童生徒が活動を記録し
蓄積する教材等を積極的に活用しつつ、活動の過程を振り返らせ、新たな学習や生活への意
欲につなげ、将来の生き方や夢実現に向けての意欲をもたせるよう努めるなど、確実な引継
ぎを行う。

②　小学校におけるキャリア・カウンセリングでは、課題や問題に対して対処する力や態度を
発達させ、自立的に生きていけるよう支援する。

③　中学校におけるキャリア・カウンセリングでは、一人一人の将来の生き方や進路に関する
主体的な選択能力を高め、自己のキャリア形成の方向性と関連付け、自ら積極的に進路を選
択できるよう支援する。

　⑶　児童生徒の発達の段階に応じた勤労観・職業観の育成

現
　
　
　
状

・　小・中学校とも、勤労や奉仕に関わる体験活動や職業・進路に関わる啓発的な体験を重視
した活動が、学校行事や総合的な学習の時間等との関連を図りながら実施されており、事前・
事後の指導を大切にしながら行われている。

・　中学校の職場体験活動では、計画を工夫している学校が多かった。一方で、受け入れ先の
確保や交通手段などの課題に苦慮している学校もある。

・　多くの小・中学校間においては、双方の取組に関する情報交換が不足している傾向にある
ため、中学校の諸計画に小学校での取組や成果などが十分に生かされていない。

課
　
　
題

・　体験活動のねらいや身に付けさせたい資質・能力を明確にし、単発化しないよう、意図的、
継続的な取組を展開することが重要である。

・　小・中・高等学校の学校種を越えた「縦の連携」、家庭、地域社会、企業等の関係機関と
「横の連携」を図ることが重要である。

指
　
導
　
事
　
項

①　体験活動の実施に当たっては、事前・事後指導の工夫により、ねらいを明確にし、見通し
をもって活動に取り組ませる。また、活動を振り返り、次の活動や自己のキャリア形成に生
かすことができるよう努める。

②　児童生徒のキャリア発達の継続的な支援のため、「あおもりっ子キャリア・パスポート～明
日へのかけ橋～」などを活用した学校種間での情報交換を行うとともに、進路や職業に関す
る情報を家庭と共有したり、職場体験活動等で地域の企業と連携したりすることで、より一
層家庭や地域との関連を意識した指導を進める。
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７　特別支援教育の充実

　発達障害を含む障害のある子どもなど特別な配慮を必要とする子どもが、障害等に
よる学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するとともに、その持てる力を最
大限に発揮して自立や社会参加ができるよう、一人一人の教育的ニーズを把握し、適
切な指導及び必要な支援に努める。

　⑴　校内支援体制の充実

現
　
　
状

・　特別支援教育に関する校内委員会の開催回数の平均が、小学校及び中学校で年間
4.6回となっている。また、多くの学校で校内研修において特別支援教育を取り上げ
ている。（令和５年度特別支援学級等の調査から）

・　校内委員会において、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態を把握
し、支援方策の検討を行っている学校が多い。

課
　
　
　
題

・　特別な配慮を必要とする児童生徒の「困難さ」に対応する「指導上の工夫の意図」
を理解し、個に応じた様々な「手立て」を検討し、組織的に指導に当たることが必要
である。

・　全教職員が障害等に関する知識や配慮等についての正しい知識と認識を深め、
特別な配慮を必要とする児童生徒に対する組織的な対応ができるよう特別の教育
課程を編成することが必要である。

指
導
事
項

①　在籍する児童生徒の実態を把握し、より具体的な支援方策の検討・確認を行うため特
別支援教育に関する校内委員会等の計画的な開催を継続し、全校的な支援体制の充実に
努める。

②　特別支援教育コーディネーターを中心に、校内はもとより関係機関や保護者及び校
種間の連携を密にした計画的・継続的な支援や教育課程の編成に努める。

　⑵　個別の教育支援計画の作成と活用による関係機関と連携した支援の充実

現
　
　
　
状

・　通級による指導を受けている児童生徒については、小学校及び中学校で100％の作
成率である。また、上記を除いた通常の学級に在籍する個別の教育支援計画の作成を
必要とする児童生徒については、小学校で96％、中学校で100％の作成率である。
（令和５年度特別支援学級等の調査から）

・　特別支援学級では、保護者との連携や関係機関等と情報を共有するためのツールと
して活用されている。

課
　
　
題

・　個別の教育支援計画を作成する際は、保護者や関係機関との連携の下、一人一人
の教育的ニーズや支援内容を明確にする必要がある。

・　作成と活用に当たっては、医療、福祉、労働等の関係機関との緊密な連携や、
進学先等への効果的な引継ぎなど、長期的な視点に立って計画的、継続的に取り
組む必要がある。

指
導
事
項

①　児童生徒の進学等に当たっては、適切な教育が一貫して行われるよう、個別の
教育支援計画を活用し、在学中に支援していた内容等について話し合う場を設けるな
どして、次の進学先等へ確実に引き継ぐ。

②　計画の実施状況を点検し、実態把握、指導目標の設定、教育的支援内容などについ
て評価するとともに、必要に応じて計画の見直しを行う。
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　⑶　個別の指導計画の作成と活用による指導の充実

現
　
　
　
状

・　通級による指導を受けている児童生徒については、小学校及び中学校で100％の作
成率である。また、上記を除いた通常の学級に在籍する個別の指導計画の作成を必要
とする児童生徒については、小学校で96％、中学校で100％の作成率である。（令和
５年度特別支援学級等の調査から）

・　特別支援学級では、教師間で指導方針や指導内容を共有するツールとして活用
されている。

課
　
　
　
題

・　一人一人の児童生徒の実態を的確に把握し、可能性を最大限に伸ばすという視点に
立って個別の指導計画を作成するとともに、指導及び支援の具体化につなげるツール
として活用することが必要である。

・　通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒についても、多
様な実態に応じた適切な支援ができるよう、今後一層作成を進めることが必要で
ある。

指
導
事
項

①　各教科等の指導に当たっては、個々の児童生徒の実態を的確に把握し、個別の指
導計画を作成して、一人一人の教育的ニーズに応じた指導に努める。

②　個別の指導計画に基づいて行われた学習の状況や結果を適切に評価し、目標の
設定や課題の内容、具体的な手立てなどを見直し、指導の改善に努める。また、
引継ぎの話合い等で活用する。

　⑷　交流及び共同学習による相互理解の促進

現
　
　
　
状

・　交流学級において、朝・帰りの会、給食の時間や各教科等で交流及び共同学習を行
っている学校が多い。また、縦割り班による異年齢児童生徒との清掃活動や学校行事
等に取り組んでいる学校が多い。

・　近隣の小・中学校との交流及び共同学習、特別支援学校との交流会、居住地校
交流等を活用し、相互理解を深めている学校が増えてきている。

課
　
　
　
題

・　交流及び共同学習の目的、内容、協力体制等を明確にして、計画的、継続的に行う
ことが必要である。

・　実施に当たっては、相互の教員間で役割分担や日程調整等についての事前打合
せの時間を計画的に確保することが必要である。また、双方の教育的ニーズに応
えるよう、学習活動を工夫することが重要である。

指
導
事
項

①　交流及び共同学習を計画するに当たっては、相互の教員間で意義や教育的効果に
ついて十分理解し合い、双方の児童生徒の教育的ニーズに対応した内容・方法につ
いて十分に検討する。

②　実施に当たっては、各学校や障害のある児童生徒一人一人の実態に応じた配慮
を行いながら、組織的、計画的、継続的な実施に努める。
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８　環境教育の推進

　一人一人の子どもが、環境と人間との関わりについて関心と理解を深め、環境に対
する豊かな感受性を養うことができるよう、環境保全に主体的に取り組む態度の育成
に努める。

　⑴　教科等間の関連を踏まえた指導の工夫

現
　
　
状

・　全体計画を作成している学校は、小学校では51校中35校、中学校では26校中３校
である。（令和４年度教育活動状況調査から）

・　多くの学校で環境教育に関連した体験的な学習に取り組んでいるが、全体計画や
年間指導計画を作成している学校は少ない。

課
　
　
題

・　全教職員が、環境問題や環境保全、環境教育を含む持続可能な開発のための教育
（ＥＳＤ）等について、理解を深める必要がある。

・　環境教育の全体計画、年間指導計画等を基に、各教科等の目標や内容を教科等横
断的な視点で捉え、効果的で継続的な指導を行う必要がある。

指
導
事
項

①　全教職員が環境教育についてその必要性を認識し、環境教育への取組についての
共通理解と協力体制づくりを行う。

②　環境教育によって育成される資質・能力を明確にし、環境教育の目標と学校教育
目標とを関連付けて全体計画等の作成に努める。

③　学校の教育活動の中に環境教育に関わる問題解決的な活動を適切に位置付け、各
教科等の相互の関連を踏まえた指導に努める。

　⑵　地域の環境の実態に即した指導の工夫

現
　
　
状

・　各教科（特に理科、社会科、生活科）、総合的な学習の時間及び特別活動におい
て、近隣の川や池の水質調査、世界遺産を題材とした授業等、河川、里山、森林な
ど地域の自然環境を生かした学習活動を展開している。

・　地域のボランティア団体やＪＡ等と連携し、環境教育に取り組んでいる学校がある。

課
　
　
　
題

・　学校や地域社会がおかれている環境を把握するなど、地域の実態に即した指導を
工夫し、児童生徒が環境に関する事物・現象に意欲的に関わる中で、環境に対する
豊かな感受性等を育む必要がある。

・　地域環境の教材化やＩＣＴの活用により、児童生徒の興味・関心を喚起したり、
視野を広げさせたり、他の地域と比較させたりするなど、多面的・多角的に環境問
題を考えさせることが重要である。

指
導
事
項

①　児童生徒の発達の段階や生活環境等に対応し、その興味・関心を生かした多様な
学習活動を構築するとともに、探究的な学習を取り入れた指導に努める。

②　地域の自然環境や児童生徒の生活環境に対応しながら、地域環境の教材化、地域
にある施設や人材の活用、校種間の連携など、地域性を生かした指導を展開するよ
う努める。
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　⑶　環境に関わる体験活動の充実

現
　
　
状

・　家庭及び地域社会と連携しながら、資源回収の活動や学区の清掃活動を行うな
ど、環境に対する意識を高めるための取組が多数行われている。

・　学区内のため池の環境保全活動、地域の団体と連携した環境美化活動や農業体験
活動を実施している学校がある。

課
　
　
　
　
題

・　体験的な学習（観察、実験、調査、見学、実習等）を積極的に取り入れたり、社
会教育施設を活用したりするなど、自然や社会環境に触れる活動を充実させること
が必要である。

・　児童生徒が環境教育で学んだことを家庭や地域社会の中で生かすことを通して、
環境問題の解決に向かう態度や行動力等を身に付けさせることが重要である。

・　学校、家庭及び地域社会がそれぞれの教育機能を十分に発揮し、相互に連携協力
しながら、学びや体験の充実を図ることが重要である。

指
導
事
項

①　身近な自然や社会環境に触れることができるよう、直接的、具体的な体験活動
を取り入れるとともに、環境教育のねらいの下、事前・事後指導を充実させ、意識
化・行動化につなげるよう努める。

②　児童生徒が環境に対する理解を深め、主体的な行動に結び付けることができるよ
う、指導のねらい等について共通理解を図った上で、積極的な外部人材の活用に努
める。
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９　国際化に対応する教育の推進

　一人一人の子どもが、我が国や諸外国の文化と伝統について関心と理解を深めるととも
に、国際社会に貢献できるよう、国際理解教育の推進に努める。

　⑴　郷土に対する愛着と誇りを涵養する教育の推進

現
　
　
状

・　郷土の自然・歴史・文化等を児童生徒の興味・関心や発達の段階に応じて教材と
して取り上げるなど、地域や学校の特色を生かした取組が行われている。　　

・　国際理解教育の全体計画を整備し、総合的な学習の時間や道徳科、外国語活動、
外国語科等の授業において、外国の文化の理解や自国文化の紹介を行っている学校
がある。

課
　
題

・　郷土の自然・歴史・文化等を素材にした教材を開発し、各教科等を相互に結び付
けながら、教育活動全体を通じて計画的に指導する必要がある。

・　我が国と諸外国の文化や風土等の特質に気付かせる指導が必要である。

指
導
事
項

①　児童生徒が生活している地域や郷土について理解させるために、郷土の自然・歴
史・文化等を児童生徒の興味・関心や発達の段階に応じて教材として取り上げたり、
児童生徒が地域体験活動の経験を積み重ねたりすることができるよう努める。

②　地域や郷土に関する指導を更に発展させるために、我が国と諸外国の文化や風土
等の類似点や相違点について理解させるとともに、それらの国々のよさに体験的に
気付かせるよう努める。

　⑵　外国語教育の充実による、外国語を通じたコミュニケ－ション能力の育成

現
　
　
状

・　小学校では、外国語指導助手を活用したり、必要感のある課題を設定したりして、
言語活動を中心に据えた授業の展開に努める学校が増えている。

・　中学校では、生徒の興味・関心に即した題材を取り上げることにより、生徒が興
味をもって言語活動に取り組んだり、外国語で発信したりすることができるよう配
慮した指導を行っている学校が多い。

課
　
　
　
　
題

・　小・中学校共に、互いの考えや気持ちなどを外国語で伝え合う言語活動を重視す
るとともに、コミュニケーションを行う目的・場面・状況を意識した具体的な課題
を設定するなどして、学習した語彙や表現を実際に活用する活動を充実させる必要
がある。

・　小・中学校において作成されているＣＡＮ-ＤＯリスト形式による学習到達目標を
児童生徒と共有するとともに、達成状況を確実に把握し、指導に生かす必要がある。

・　中学校の英語担当教員は、中学校区の小学校においてどのような授業が行われ、
どのような言語材料が扱われてきたのかを把握した上で、系統性のある指導を行う
必要がある。

指
導
事
項

①　外国語によりコミュニケーションを図る資質・能力を養うために、互いの気持ち
や考えを伝え合う言語活動の充実を図り、言語活動の中で思考・判断・表現するこ
とを繰り返すことを通じて知識・技能が習得されるよう、授業づくりを進める。

②　ＩＣＴを活用して児童生徒のパフォーマンスを的確に評価し、ＣＡＮ-ＤＯリスト
形式による学習到達目標の達成状況を把握するよう努める。

③　中学校においては、小学校での学びを意識した系統性のある指導に努める。
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　⑶　異なった文化や習慣をもつ人々との交流の推進

現
　
状

・　外国人児童生徒に対しては、特別な配慮の下に、学校生活への適応を図るための
適切な指導が行われている。

・　外国につながる児童が、学校に短期間体験入学するケースがある。また、体験入
学した児童とのつながりを、授業に生かしているケースも見られる。

課
　
　
題

・　外国人児童生徒や日本語指導が必要な日本国籍児童生徒に対する、日本語指導や
文化的な背景に応じた生活適応指導を、計画的・継続的に行うことが重要である。

・　交流活動の推進に当たっては、関係機関と連携して受け入れ態勢を整え、児童生
徒に身に付けさせたいこと、理解させたいことといった指導目標を明確にして取り
組むことが重要である。

指
　
導
　
事
　
項

①　外国人児童生徒や日本語指導が必要な日本国籍児童生徒に対しては、特別の教育
課程を編成したり、関係機関と連携したりして、計画的・継続的に日本語指導や生
活適応指導を行うよう努める。　

②　進級や卒業に当たっては、言語、教育制度や文化的背景が異なることに留意して、
児童生徒本人や保護者に丁寧に説明し、十分に理解を得た上で適切に対応するよう
努める。

③　諸外国の姉妹・友好提携校との交流や地域に住む外国人・海外生活経験者等を活
用した異文化交流を積極的に推進し、協調して生きていく態度の育成に努める。
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10　情報化に対応する教育の推進

　一人一人の子どもが、情報モラルを含む情報活用能力を身に付けることができるよ
う、系統的・体系的な情報教育の推進に努める。

　⑴　情報教育を推進する指導体制の整備・充実

現
　
　
状

・　全体計画を作成している学校は、小学校51校中49校、中学校26校中７校である。
・　校内研修でＩＣＴの活用をテーマとして取り上げている学校は、小学校51校中44

校、中学校26校中22校である。（令和４年度教育活動状況調査から）
・　小学校プログラミング教育は、全ての学校で実施されている。

課
　
　
　
題

・　児童生徒の発達の段階を十分に考慮し、各段階における系統的な情報教育を実施
する必要がある。

・　全ての教職員が、ＩＣＴの特性を理解し、効果的な指導方法や児童生徒の情報モ
ラルに係る実態に基づいた適切な指導について研修する必要がある。

・　小学校においては、プログラミングの体験を通して論理的思考力を身に付けるた
めの学習活動を、各教科等の特質に応じて計画的、組織的に実施する必要がある。

指
導
事
項

①　児童生徒の情報活用能力を効果的に育成するよう、発達の段階や各教科等の学習
内容を踏まえた、系統的・体系的な指導に努める。

②　校外で実施される研修に積極的に参加し、その研修内容を校内で伝達する機会を
確保するなど、計画的、継続的な教員のＩＣＴ活用指導力の向上に努める。

③　小学校においては、プログラミングを通してどのような力を育てたいのかを明ら
かにした上で、必要な指導内容を教科等横断的に配列した指導計画等を作成するな
ど、計画的、組織的な実施に努める。

　⑵　学習指導におけるＩＣＴの適切な活用の推進

現
　
状

・　多くの学校において、情報を収集したり、学習したことをまとめたり、表現した
りするために、１人１台端末や情報通信ネットワーク等、ＩＣＴを活用した学習活
動が行われている。

課
　
　
題

・　教職員一人一人が、ＩＣＴの特性の理解と基本的な操作の習得に努めるとともに、
それぞれの特性を生かした適切な活用について工夫していく必要がある。

・　ＩＣＴを活用することの意義を教職員が共通理解した上で、積極的かつ柔軟に活
用していく必要がある。

指
導
事
項

①　多様な児童生徒に対する個別最適化された学びや支援及び児童生徒同士の協働的
な学びの実現に向け、ＩＣＴの特性を生かし、各教科の特質、指導の目標や内容、
児童生徒の実態に応じ、学習過程の中で弾力的に活用するよう努める。

②　ＩＣＴの活用により、学習に対する動機付けや学習内容の理解促進が図られ、「分
かる授業」や「魅力ある授業」の実現につながる有効な手立てとなることを、教職
員が共通理解した上で、その積極的な活用に取り組むよう努める。
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　⑶　情報通信ネットワーク等を適切に活用した教育の推進

現
　
状

・　各教科等においてインターネットによる情報収集が行われている。
・　メール配信サービスをはじめ、情報通信ネットワーク等を活用し、家庭や地域社

会と情報の共有・交流に取り組んでいる学校がある。

課
題

・　情報通信ネットワーク等を活用した効果的な授業及び教育活動の質の改善をねら
いとした教育の情報化に向けた実践的研究を進める必要がある。

指
導
事
項

①　児童生徒が情報通信ネットワーク等の活用を、自主的かつ適切に行えるような多
様で弾力的な学習活動を工夫する。

②　通信環境の整備、情報通信ネットワーク等を活用した家庭や地域社会との情報交
換など、教育の情報化に努める。

　⑷　家庭や地域社会と連携した情報モラルに関する指導の充実

現
　
　
　
状

・　校内研修の内容に情報モラルを取り上げている学校は、小学校51校中50校、中学
校26校中24校である。（令和４年度教育活動状況調査から）

・　１人１台端末の活用に向けて、約束事や手引きとなるものを作成し、児童生徒及
び各家庭に配布している学校は、小学校51校中34校、中学校26校中15校である。

・　情報モラル教育の取組については、警察や合同サポートチーム（STEPS）、企業によ
る講義等を活用し、児童生徒と保護者を対象として実施している学校がある。

課
　
　
題

・　児童生徒の発達の段階を十分に考慮し、各段階における系統的な情報モラル教育
に取り組む必要がある。

・　情報モラル教育の指導の充実に向けて、１人１台端末の持ち帰りも含め、家庭、
地域社会、関係機関等と共通理解を図り、連携しながら取り組む必要がある。

指
　
導
　
事
　
項

①　情報モラルの視点をもった学習活動を組織的、系統的に実施するとともに、情報
技術やサービスの変化に伴った適切な指導が行われるよう、教職員の指導力の向上
に努める。

②　ＳＮＳによるトラブルなどインターネットの危険性について、保護者会や合同サ
ポートチーム（STEPS）をはじめとする関係機関等による情報モラル教室などの機
会を通じて周知するとともに、トラブルへの対応についても家庭、地域社会、関係
機関等と連携を図りながら指導の充実に努める。

③　１人１台端末を含めた情報端末機器等の利用に関するルールやマナーについて家
庭で話合いが行われるよう、家庭での約束事の事例等をまとめたものを保護者に配
布するなど、より一層家庭との連携に努める。
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11　研修の充実

　教員等の資質を高め、教育活動の充実を図るため、計画的・実践的な研修の充実に努
める。

　⑴　教員等の資質の向上に関する指標を踏まえた研修の推進

現
　
状

・　県教育委員会が平成30年２月に策定し、令和５年２月１日一部改訂となった「校長及
び教員の資質の向上に関する指標」（以下「指標」とする。）の内容を取り上げ、校内
研修等を行っている学校は、小学校51校中10校、中学校26校中11校である。

課
題

・　「指標」と校内研修との関連を図り、教員一人一人の資質向上を意識した、研修内容・
方法の工夫が必要である。

指
導
事
項

①　「指標」の趣旨や内容を校内研修等で取り上げ、全教職員で共通理解を図るとともに
教員一人一人の資質の向上に向けた意欲を喚起し、具体的な取組を促すよう努める。

②　教員一人一人が、自らの成長段階、職責、経験、適性等に応じて更に高度な段階を目
指し、自発的に教員としての資質を向上させていくよう努める。

　⑵　日常的に学び合い、指導力を高め合う校内研修体制の整備・充実

現
　
　
　
状

・　授業改善や指導方法の研究等に取り組んでいる学校が多く、授業参観の観点を事前に
示したり、ワークショップ型の研究協議を行ったりするなどの工夫がみられる。

・　小学校では、研究主題に基づいて、複数の学級において授業公開を行い、研修を進め
ている学校が多い。

・　中学校では、研究主題に基づいて教科ごとに研究計画を立て、各教科の特性を生かし
ながら内容を工夫して研修を進めている学校が多い。

課
題

・　全教職員が主体的に研究･研修に参画するなど、校内研修の方法等を工夫することが必
要である。

・　日常的に相互に授業を参観したり、研修で得た成果を共有したりすることが必要である。

指
導
事
項

①　学校の教育課題を明らかにし、課題解決に向けて全教職員の共通理解による研修が進
められるよう努める。

②　教職員一人一人の意見が反映されるようにする研修方法を工夫し、参画意識を高める
よう努める。

③　日常的に学び合う環境や雰囲気づくりを踏まえた校内研修体制を整備し、機能させる
よう努める。

　⑶　学習指導要領に基づく実践的研究の充実

現
　
状

・　各学校においては、学習指導要領の趣旨や内容等についての研究・研修や実践に取り
組んでいる学校が多い。

・　小学校では、研究する教科等を限定せず、各教科等についての授業実践に取り組んで
いる学校が増えてきている。（51校中27校）

課
　
題

・　学習指導要領の趣旨や内容等の理解を深め、具体的な実践へと結び付けるための研
究・研修を進める必要がある。

・　授業づくりや指導方法の改善、学習評価など、授業改善に資する研究を進める必要が
ある。
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指
導
事
項

①　各学校の特色を生かした多様で弾力的な教育課程の編成・実施・評価を行い、教育課
程の改善を図り、具体的な実践へと結び付けるよう努める。

②　「主体的・対話的で深い学び」の視点による授業づくりや指導方法の改善、学習評価
の方法についての共通理解など、授業改善に関する研究・研修を推進するよう努める。

　⑷　学校の教育課題解決のための実践的研究の充実

現
　
状

・　各種調査・検査、学校評価等の結果から、学校や地域社会、児童生徒の実態や変容な
どを踏まえ、身に付けさせたい力を明確にして、指導方法の工夫・改善を図っている学
校が多い。

課
　
題

・　実態調査の結果を分析・検討して、児童生徒が直面している教育課題を明確にし、実
践的研究の充実を図る必要がある。

・　研究で得た成果と課題を日常の実践につなげるために、指導計画はもとより評価計画
も重視し、指導と評価の一体化を図る必要がある。

指
導
事
項

①　教育課題解決のため、研究のねらいや目指す児童生徒像、内容、方法、共有方法及び
検証方法を明確にするとともに、年間の教育計画との関連を図った研究計画を作成する
よう努める。

②　研究内容と日常の授業との関連を図り、児童生徒の変容が具体的な姿で評価できるよ
う、各学校の実態に応じた評価規準を作成するよう努める。

　⑸　家庭や地域社会と連携し、地域の教育資源を活用した特色ある教育活動の研究・推進

現
　
状

・　各教科等において、保護者や地域の人材、施設などと連携・協力しながら、多様な体
験活動や交流活動等を計画している学校が多い。

・　教育活動に関わるアンケートを実施し、家庭や地域社会との連携に係る成果と課題を
明らかにして、取組の工夫・改善に努めている学校が多い。

課
　
題

・　地域の教育資源や学習環境をより効果的に活用できるよう、校内体制の在り方や活動
内容について、検討・見直しを図る必要がある。

・　児童生徒や地域社会の実態を適切に把握し、活動の目的化やマンネリ化を防ぎ、家庭
や地域社会との連携を更に深める必要がある。

指
導
事
項

①　それぞれの学校がもつ教育条件を十分に踏まえ、中学校区で情報を共有し系統性をも
たせながら、教育活動の創意工夫に努め、必要に応じて改善を図る。

②　家庭や地域の人々の願いや思いを把握し、連携・協働して児童生徒を育てていくとい
う考えで積極的に働きかけ、地域人材の活用や地域素材の教材化、カリキュラム開発な
どにおいて、地域社会の教育力を更に活用する。
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第３章　中南教育事務所社会教育行政の方針と重点

Ⅱ　重　　点

Ⅰ　方　　針

　中南教育事務所では、青森県教育委員会が定めた「令和６年度社会教育行政の方針と重
点」、「令和６年度文化財保護行政の方針と重点」及び「令和６年度体育・健康・スポーツ
行政の方針と重点」等を受けるとともに、管内における社会教育の現状と課題を踏まえ、
社会教育行政の方針と重点を策定しました。
　令和６年度は、６つの重点を掲げ、課題解決に取り組みます。

⑴　地域学校協働活動の促進
　①　地域全体でこどもを育てることができるよう、学校・家庭・地域が連携・協働して

地域学校協働活動に取り組むことができる環境づくりに努める。
　②　地域学校協働活動推進員、地域コーディネーター等の資質・能力の育成及びネット

ワークづくりを促進することができるよう、研修機会の確保に努める。
⑵　地域が支えるキャリア教育の充実
　①　生きることや働くことについて考えることができるよう、こどもの体験活動の充実

に努める。
　②　こどものキャリア形成を支援することができるよう、地域資源の開発・蓄積及び情

報の提供に努める。
⑶　こどもの読書活動の充実
　①　こどもの読書習慣を形成することができるよう、読書活動の重要性に関する理解と

関心の普及・啓発に努める。
　②　読み聞かせに関わるボランティアやグループを育成することができるよう、ネット

ワークづくりや活動機会の拡充等に努める。

１　学校・家庭・地域の協働による未来を担う人財の育成

　地域住民が、自己の向上を目指して生きがいのある充実した生活を送るとともに、豊かで
住みよい地域社会を形成することができるよう、学びを生かしつながりをつくり出す社会教
育の推進に努める。
　また、郷土への愛着と誇りを培い、うるおいと活力のある生活を実現するため、次代へ伝
える、かけがえのない文化財の保存・活用に努める。
　さらに、一人一人が、生涯にわたり健やかで活力に満ちた生活を送ることができるよう、
生涯スポーツ及び競技スポーツの推進に努める。

　未来を担う人財であるこどもたちが心豊かにたくましく成長することができるよう、多様
な体験活動の機会を提供し、キャリア教育やこどもの読書活動の充実に努める必要がある。
これらの充実を図るため、学校・家庭・地域が連携・協働し、地域を支える人財を育成する
ことが肝要である。
　また、全ての保護者が安心して家庭教育を行うことができるよう、地域全体で支援するた
めの仕組みづくりに努める必要がある。
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⑴　地域活動の実践者、コーディネーターの養成
　①　地域活動の実践者、コーディネーターを発掘・養成し、その資質・能力の向上を図

ることができるよう、学習会や研修会等の充実に努める。
　②　地域活動の実践者、コーディネーター同士の連携を図ることができるよう、活動へ

の継続的な支援に努める。
⑵　次代の地域を担う若者の育成
　①　小学生・中学生・高校生・大学生が地域への愛着と誇りをもち地域の魅力を発信す

ることができるよう、人財育成や体制づくりに努める。
　②　地域コミュニティを維持、再構築することができるよう、こどもや若者を交えた世

代間交流の機会づくりに努める。
⑶　地域活動に関わる人財のネットワーク形成の支援
　①　地域活動に関わる人財が、相互に情報を交換し、つながり合うことができるよう、

学習機会の提供に努める。
　②　地域活動に関わる人財が、地域課題解決に向けた学習や地域活動に連携・協働して

取り組むことができるよう、活動する機会の提供に努める。
⑷　多様な働き方を可能にする学び直しの機会の充実
　①　人々が生涯を通じて健康で生きがいをもって暮らしていくことができるよう、社会

の変化に対応した学習機会の提供に努める。
　②　キャリア形成や地域活動へ主体的に参画することができるよう、学び直しに向けた

魅力ある学習プログラムの積極的な広報に努める。

２　活力ある持続可能な地域づくりに向けた人財の育成

　各地域で核となって地域活動を推進する人財を育成するため、地域住民を対象とした地域
課題解決のための学習や地域活動の機会の提供に努める必要がある。また、地域活動に関わ
る人たちの主体的な活動やネットワークづくりの支援に努める必要がある。

⑷　家庭教育支援の充実

　①　家庭教育に関する学習機会や相談体制を充実させることができるよう、乳幼児健診や
参観日等の機会を活用した交流の場づくりや相談機関の情報提供に努める。

　②　家庭や保護者の実態に応じ、チームとしてきめ細かな支援をすることができるよう、
学校や各種関係機関等との連携・協働に努める。

⑸　青少年の体験活動の充実

　①　青少年の豊かな人間性や社会性を育むことができるよう、多様な体験活動やオンライ
ンシステムの活用を含めた異年齢交流、世代間交流等の機会拡充に努める。

　②　体験活動を実施する際は、学校や各種社会教育団体等との連携・協働に努める。
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⑴　社会教育推進体制の充実
　①　地域住民の多様化する学習ニーズや地域課題等の社会の要請に応じた社会教育推進

計画の策定に努める。
　②　ＰＤＣＡサイクルを基本とする事業評価を確実に実施し、社会教育推進計画等の改

善に努める。
⑵　社会教育施設の機能の充実と活用の促進
　①　地域住民との連携による開かれた運営を推進するなど、地域住民の活用促進に向け

た機能の充実に努める。
　②　事業調整や人財に関する情報の共有化等、近隣の社会教育施設とのネットワークの

構築に努める。
⑶　社会教育関係職員の養成と資質の向上
　①　社会教育関係職員の資質・能力の向上を図るため、社会教育主事（社会教育士）を

計画的に養成するとともに、研修会等への積極的な参加を奨励する。
　②　学習ニーズや社会の要請を的確に捉え、学習成果を生かした社会参加活動を促進す

るよう、首長部局を含む社会教育関係職員同士のネットワークづくりに努める。
⑷　社会教育関係団体等の活動の支援
　①　社会教育関係団体や学習グループ・サークル等の活性化を図るため、研修機会や成

果発表等の場を提供し、活動意欲を持続するよう支援に努める。
　②　社会教育関係団体や学習グループ・サークル等が情報交換したり交流したりする場

を提供するなど、ネットワークづくりの支援に努める。

⑴　高齢者や障がい者を始めとする多様なニーズに応じた学びの機会の充実
　①　高齢者や障がい者が孤立せず、生きがいをもち、地域とつながって生活することが

できるよう、体制づくりを支援する。
　②　大学や企業、ＮＰＯ等の関係機関と連携・協働し、多様な学習ニーズや地域課題解

決等に応じた学習機会の提供に努める。
⑵　学習成果を生かした社会参加活動の支援
　①　地域住民が学習活動を通じて身に付けた知識や技能を、ボランティア活動や地域活

動等の社会参加活動に生かすことができるよう支援する。
　②　ボランティア活動や地域活動等に関する情報を提供したり、相談に応じたりする体

制を構築するとともに、修了者を講座の講師として活用するよう努める。

４　社会教育推進のための基盤整備

３　生涯を通じた学びと社会参加の推進

　多様化する学習ニーズや地域課題等、様々な社会の要請に対応するため、優れた資質と専
門的な能力をもった社会教育関係職員の養成に努める必要がある。また、地域住民の学習活
動や交流活動の拠点である社会教育施設の機能の充実及び社会教育関係団体や学習グループ
等の活動の支援に努める必要がある。

　地域住民の学習ニーズや地域課題を的確に捉え、一人一人に応じた多様な学習機会の提供
に努める必要がある。また、地域住民が学習成果を生かし、主体的に社会参加活動に取り組
むことができるよう、情報の収集・整理と提供及び相談体制の構築に努める必要がある。
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⑴　文化財の保護・保存と公開・活用
　①　世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」の一つ大森勝山遺跡をはじめとする、地

域住民の心の拠り所である史跡、遺跡等を保護・保存し、その公開・活用に努める。
　②　様々な機会や手段を通じて、文化財保護思想の普及・啓発に努める。
　③　文化財や関連施設をネットワーク化し、広域的な活用に努める。
⑵　伝統芸能・技術の継承
　①　地域の伝統芸能・技術を継承・発展できるよう、指導者及び後継者の育成支援に努

める。
　②　地域の伝統芸能・技術の保存意義を普及・啓発できるよう、学校や地域での発表機

会の充実に努める。

⑴　ライフステージに応じたスポーツ活動の推進
　①　地域住民が、それぞれの体力や年齢、技術、興味・目的に応じて、いつでも、どこ

でも、いつまでも安全にスポーツに親しむことができるよう、活力ある生涯スポーツ
社会の実現に向けた取組に努める。

　②　生活の中で継続してスポーツに親しむことができるよう、スポーツ活動の機会の充
実を図り、スポーツ参画人口の拡大に努める。

⑵　地域のスポーツ環境の整備・充実及びスポーツによる地域の活性化
　①　スポーツクラブ・団体等の創設・運営支援、スポーツ施設の活用促進、スポーツ情

報の効果的な提供等、地域のスポーツ環境の整備・充実に努める。
　②　多様なニーズに対応できるよう、地域住民のスポーツ活動を推進する上で必要とさ

れる人財の発掘・育成に努める。

５　次代へ伝える、かけがえのない文化財の保存・活用

６　活力、健康、感動を生み出すスポーツの推進

　文化財の保存・活用のため、地域住民が気軽に史跡、遺跡等や伝統芸能に親しむことがで
きる環境づくりを進め、地域住民の文化財保護思想の普及・啓発及び伝統芸能の後継者の育
成支援に努める必要がある。

　だれもが気軽にスポーツに親しむことができる環境づくりを進めることが重要である。そ
のため、多くの地域住民がスポーツ活動に参加する機会を確保するとともに、多様なニーズ
に対応できるよう、スポーツ指導者等の発掘・育成に努める必要がある。
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　Ⅲ　現状と課題及び留意事項
１　学校・家庭・地域の協働による未来を担う人財の育成

　⑴　地域学校協働活動の促進

現
　
　
　
状

・　各市町村では、「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助」等の実施を通して、コ
ーディネーターの養成や地域資源の活用を進めるなど、地域の教育力向上に努めて
いる。

・　地域学校協働活動とコミュニティ・スクールとの一体的推進を図るため、地域学校協
働活動推進員や地域コーディネーターを委嘱し、研修会を開催している市町村がある。
また、地域学校協働活動本部及びコミュニティ・スクールの設置に向けた準備を進めて
いる市町村がある。

課
　
題

・　学校や地域に対する地域学校協働活動やコミュニティ・スクールの理解及び地域学校
協働活動推進員や地域コーディネーター等のネットワークづくりを、より一層推進する
必要がある。

留
意
事
項

①　教職員や地域住民を対象とする研修機会の確保に努め、地域学校協働活動のより一層
の普及・啓発（「地域学校協働活動ハンドブック　実践編」の活用を含む。）を図るとと
もに、関係者のネットワークづくりを促進する。

②　学校や地域、関係機関等との連携を円滑に進めるため、地域の教育資源に関する情報
の収集・整理と提供を行う。

　⑵　地域が支えるキャリア教育の充実

現
　
　
状

・　大学や官公庁、企業、ＮＰＯ等の関係機関と連携し、地域資源を活用した事例がある。
・　小学生・中学生・高校生を対象に、キャリア教育に関わる事業等を行った事例がある。
・　多くの図書館では、小学生の図書館員体験事業を実施したり、中学生の職場体験及び

高校生のインターンシップを受け入れたりしている。

課
題

・　生きることや働くことの意義について考えさせ、社会人・職業人として自立できるよ
う、地域全体におけるキャリア教育を充実させる必要がある。

留
意
事
項

①　地域資源を活用し、地域への関心・興味を高めながら多様な人々との交流を深め、大
人の生き方から学ぶことができる機会の提供に努める。

②　大学や官公庁、企業、ＮＰＯ等の関係機関と積極的に連携を図りながらキャリア教育
を推進する。

③　「青森県教育支援プラットフォーム（中南地区）」及び「我が社は学校教育サポータ
ー（県総合社会教育センター）」等を活用し、「地域ぐるみでこどもを育む社会」の実現
を目指し、キャリア教育を推進する。

　⑶　こどもの読書活動の充実

現
　
　
　
状

・　読み聞かせに関わるボランティア等は、図書館や公民館、学校等で広域にわたり積極
的な活動を展開している。

・　図書館の「ブックスタート」では、乳幼児健診や家庭教育支援事業等と併せて開催し
ている市町村がある。

・　図書館職員を小・中学校へ派遣したり、コンピュータによる蔵書管理システムを導入
したりするなど、学校図書館の環境整備を進めている事例がある。

・　「こどもの読書推進計画」を活用し、こどもの読書を計画的に推進している。
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課
題

・　「こどもの読書活動推進計画」を活用し、こどもの読書活動に関わる機関等との連携を
図りながら、こどもの読書活動を地域全体で一層推進する必要がある。

留
　
意
　
事
　
項

①　「こどもの読書推進計画」を活用し、家庭・地域・学校におけるこどもの読書の機会
の充実を図る。

②　図書館や公民館、学校、読み聞かせに関わるボランティア等との連携を図り、こども
の読書活動の意義や重要性について普及・啓発を図る。

③　子育てサークルやＰＴＡなどの団体へ、読み聞かせに関わるボランティアや読書に関
わるイベント等の情報を提供する。

④　読み聞かせや図書館支援に関わるボランティアを発掘・育成し、ネットワークづくり
を支援したり、活動の場を拡充したりするなど、一層の活性化を図る。

　⑷　家庭教育支援の充実

現
　
　
　
　
状

・　各市町村では、福祉担当課や幼稚園、保育所、認定こども園、小・中学校、ＰＴＡ等
と連携して家庭教育に関する講座を実施している。また、親子で読書やものづくり、ス
ポーツをするなど親子交流の機会を提供している。

・　子育て支援のために、家庭教育相談を身近な施設で定期的に実施している市町村があ
る。

・　支援が必要な家庭に対して、学校、各種関係機関等と連携してケース会議を開催し対
応している市町村がある。

課
　
題

・　家庭教育に関する学習機会及び相談機関の情報提供、子育て支援者の養成と活用並び
にネットワークづくりの取組を通して、地域全体で家庭教育を支える体制づくりを推進
する必要がある。

留
　
意
　
事
　
項

①　今日的な課題に対応した学習プログラム（親学プログラムを含む。）を活用し、保護
者の多様なニーズに応じた学習機会を提供するとともに、交流の場や相談機関の情報提
供に努める。

②　子育て支援団体等の立ち上げや、その活動をサポートするなど、地域で子育て支援に
関わる人財の育成とネットワークづくりに努める。

③　家庭教育支援に関わる講座等への参加を促したり、家庭教育に関するコーディネータ
ー等を活用したりするなど、各種関係機関等との連携・協働に努め、家庭や保護者の実
態に応じたきめ細かな支援・援助ができるようにする。

　⑸　青少年の体験活動の充実

現
　
　
　
　
状

・　青少年への学習機会の提供については、どの市町村においても地域の特色を生かした
取組に加え、青少年教育施設やオンラインシステムを活用した取組が増えている。

・　多くの市町村では、少子化とスポーツ少年団・部活動との兼ね合いなどで、各事業の
参加者が減少している。また、子ども会活動の停滞に苦慮しているため、行政と地域住
民が各地区で対話集会を開催したり、子ども会育成会、ＰＴＡ、地区協議会等が協力し
て事業を実施したりするなど、活性化を図るための活動が行われている。

・　子ども会の元会員や大学生、高校生をボランティアとしてイベントに活用するなど、
青少年の社会参加を促進しようとする取組を進めている。
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課
題

・　関係機関等との協働により、学習内容を一層工夫・改善し、青少年の体験活動等の学
習機会を充実させる必要がある。

留
　
意
　
事
　
項

①　学校・家庭・地域との連携や異年齢集団との交流に配慮し、青少年の豊かな人間性や
社会性、自律性等を育むことができるよう、自然体験活動や社会体験活動、スポーツ活
動、レクリエーション活動、芸術文化活動等の多様な体験活動の充実を図る。

②　地域全体でこどもを育むという認識をもち、地域の人財、社会教育関連施設、地域の
自然・歴史・文化・福祉・商工業施設、企業等の活用を図る。

③　青少年が主体性をもち積極的に活動できるよう配慮し、将来にわたって地域活動等に
参画する意欲を高められるよう、中・長期的な見通しをもって取り組む。

２　活力ある持続可能な地域づくりに向けた人財の育成
　⑴　地域活動の実践者､コーディネーターの養成

現
　
　
状

・　各市町村では、放課後児童対策パッケージ（新・放課後子ども総合プラン）や家庭教
育支援等のコーディネーターが計画的に養成され、様々な場面で活用されている。

・　地域活動の実践者やコーディネーターが、研修会等へ積極的に参加し、資質・能力の
向上に努めている。

課
題

・　持続可能な地域づくりに向け、意図的・計画的に、実践者やコーディネーターの発
掘・養成及び連携を図る必要がある。

留
意
事
項

①　県が主催する学習会や研修会等への参加を一層奨励し、実践者やコーディネーターの
養成及び資質・能力の向上を図る。

②　実践者やコーディネーターが、自身の活動の場を広げ、実践内容を多くの世代に伝達
できるよう、活動への継続的な支援に努める。

　⑵　次代の地域を担う若者の育成

現
　
　
状

・　各市町村では、多様な体験活動ができるよう、プログラムを工夫し、こどもを育成し
ている。また、異年齢交流や、世代間交流を取り入れた活動も多く行われている。

・　次代のリーダーづくり及び地域づくりを目的に、若者自らの提案を具現化する機会を
提供し、地域の活性化につなげる事業に取り組んでいる市町村がある。　

課
題

・　こどもから大人へとつながりのある活動ができるよう、計画的・継続的なプログラム
づくりをする必要がある。

留
意
事
項

①　多様な体験活動ができる場を提供し、地域への愛着と誇りをもち、地域の魅力をＳＮ
Ｓ等を活用し、情報発信できるように努める。

②　世代間交流を通して、地域の一員としての役割を意識しながら活動に参画させ、地域
コミュニティの活性化に努める。
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　⑶　地域活動に関わる人財のネットワーク形成の支援

現
　
　
状

・　社会教育行政担当者と指定管理者職員、指定管理者同士の交流を推進し、ネットワー
クづくりをしている市町村がある。

・　指導者や実践者、コーディネーター等が交流を深めたり、情報を共有したりできるよ
う、研修会や協議会等を実施している市町村がある。

課
題

・　交流の場や互いに活動できる機会の提供及び支援に取り組むことにより、地域活動に
関わる人財の市町村を越えたネットワークづくりを図る必要がある。

留
意
事
項

①　指導者や実践者及びコーディネーターが、行政や大学、企業、ＮＰＯ等とつながるこ
とができるよう支援する。

②　指導者や実践者及びコーディネーターが、交流を深めたり情報を共有したりできるよ
う、学習する機会や活動できる機会の提供に努める。

　⑷　多様な働き方を可能にする学び直しの機会の充実

現
状

・　全ての市町村で、健康や今日的課題をテーマとした学習会や研修会が行われている。
・　婦人会等各種団体と連携しながら女性教育に取り組んでいる市町村がある。

課
題

・　住民の多様なニーズに応じ、学び直しに向けた学習会や研修会に参加できる機会を確
保する必要がある。

留
意
事
項

①　「人生100年時代」において、全ての住民が人生を豊かに送ることができるよう、生涯
を通じた生きがいづくりの視点に立った学習機会の提供に努める。

②　学び直しの機会としてキャリアアップにつながるよう、大学や官公庁、企業、ＮＰＯ
等の関係機関の下で開催される学習プログラムを積極的に広報する。

３　生涯を通じた学びと社会参加の推進
　⑴　高齢者や障がい者を始めとする多様なニーズに応じた学びの機会の充実

現
　
　
　
状

・　高齢者を対象とした学習活動は、健康や福祉、教養、レクリエーション、芸術文化等
多様な分野で提供され、生きがいづくりや仲間づくりにつながるよう工夫されている。
また、事業等が例年通りに実施されるようになり、高齢者の自宅への引きこもり、孤立
化、孤独化が解消されつつある。

・　生涯の各時期に応じた課題や生活に密着した課題を考慮した学習機会を提供し、主体
的、継続的な活動につなげている市町村がある。

・　障がい者を対象とした学びの機会づくりを行っている事例がある。

課
　
題

・　生涯を通じて学び続けられる社会の実現に向けた取組を推進するための高齢者の健康
づくり、居場所づくりを構築する必要がある。また、障がい者等のニーズに応じた学び
の機会をつくる必要がある。
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留
意
事
項

①　高齢者や障がい者を始めとする全ての住民が、孤立せず、生きがいをもち、地域とつ
ながることができるような、体制づくりに取り組む。

②　地域課題等に対する地域住民の意識啓発を図るとともに、学習形態や学習方法を工夫
するなど、地域住民の学習意欲を高めるよう学習プログラムの開発に取り組む。

③　首長部局等と連携し、障がい者等に対する理解を深める学びの機会づくりを行うとと
もに、高齢者の見守り体制や居場所づくりに努める。

　⑵　学習成果を生かした社会参加活動の支援

現
　
　
状

・　各市町村が開催する文化祭では、学習グループ・サークルが学習成果を発表できる場
や相互交流ができる場を設定している。

・　公民館講座の受講者が公民館事業で体験コーナーを運営したり、作品展示や発表を行
ったりしている。また、地域住民向けの講座を開催している事例もある。

課
題

・　地域住民が学習成果を生かして社会参加できるよう、学習者を講師等として積極的に
活用するなどの支援を一層充実させる必要がある。

留
　
意
　
事
　
項

①　ボランティア活動等の情報を提供し、地域住民が学習成果を生かした社会参加活動に
取り組むことができるよう支援する。

②　学習活動を通じて豊富な知識や経験、技能を身に付けた人財を発掘し、地域活動の指
導者や講座の講師として活用する。

③　公民館講座受講者等に対し新たな学習グループ・サークルの結成を促し、学習成果を
生かせるよう、発表する場を提供する。

４　社会教育推進のための基盤整備
　⑴　社会教育推進体制の充実

現
　
　
　
状

・　推進体制の基盤となる社会教育推進計画や生涯学習推進計画等を策定し、生涯学習推
進本部を設置している市町村がある。推進本部が未設置の市町村においては、他の協議
会や庁内の課長会議等に推進本部の機能をもたせ、事業等の連絡・調整や共通理解を図
っている。

・　各市町村では、それぞれの社会教育行政の方針と重点に基づき、社会教育推進体制の
充実とともに、事業評価を行うなど見直しや改善を図っている。

課
題

・　中・長期的なビジョンをもった社会教育推進計画等を策定し、評価を適切に行い、社
会教育の推進に資する基盤整備を充実させる必要がある。

留
意
事
項

①　地域住民の多様な学習ニーズや今日的課題、地域課題等の社会の要請を的確に捉え、
社会教育推進計画等を策定・実施する。

②　ＥＢＰＭ（根拠に基づく政策立案）やＰＤＣＡに基づいた事業評価を確実に行い、社
会教育推進計画等の改善を図る。評価に当たっては、社会教育委員の会議や第三者委員
会などの外部の視点を取り入れ、客観性・透明性を確保する。

　※　ＥＢＰＭ「Evidence　Based　Policy　Making」



－　 －46

　⑵　社会教育施設の機能の充実と活用の促進

現
　
状

・　インターネット環境が整備され、全ての市町村でオンライン会議が可能である。
・　高齢者等にとって利用しやすい環境整備を進めたり、指定管理者制度を導入したり

するなど効率的、弾力的な運営を図りながら施設の活性化に努めている事例がある。

課
題

・　地域の実情と地域住民の視点に立った評価を踏まえ、社会教育施設の環境整備や運営
の改善を図る必要がある。

留
　
意
　
事
　
項

①　地域住民の意向を施設運営に反映させ、利用日や利用時間の弾力化等により利便性を
高める。

②　他市町村や近隣における施設とのネットワークの構築を図り、各施設の特色を生かし
た事業や人財の情報を提供する。

③　公民館等においては、様々な学習機会の提供や学習相談のほかに、地域の交流や絆づ
くりなど、地域づくりの拠点施設としての機能を一層向上させる。

　⑶　社会教育関係職員の養成と資質の向上

現
状

・　各市町村では、社会教育関係職員の研修機会を充実させ、資質・能力の向上を図るた
めに、市町村及び県が主催する研修会等への参加を促している。

課
題

・　社会教育主事等の関係職員の計画的な養成と資質・能力の向上や、首長部局を含む社
会教育関係職員同士のネットワークづくりを進める必要がある。

留
　
意
　
事
　
項

①　社会教育主事（社会教育士）を計画的に養成するとともに、社会教育関係職員が各種
研修等へ参加しやすい環境づくりに努める。

②　幅広い情報を得て、事業の企画や評価に生かすことができるよう、首長部局を含む社
会教育関係職員同士のネットワークづくりに取り組む。

③　住民の学習活動拠点である公民館等の機能充実のため、インターネット環境を整備
し、また職員の企画・コーディネート機能の向上を図る。

　⑷　社会教育関係団体等の活動の支援

現
　
状

・　図書館や公民館等を拠点として活動している学習グループ・サークル等がある。ま
た、各市町村では、講座修了者の活用に努めており、活動発表や講習会開催などの活発
な自主運営を促している。

課
題

・　社会教育関係団体や学習グループ・サークル等の一層の活性化を図るとともに、自立
して継続した活動ができるよう支援する必要がある。

留
意
事
項

①　社会教育関係団体や学習グループ・サークル等に関する情報の収集・整理と提供を進
め、ネットワークづくりを支援する。

②　学習や活動の成果が発揮され相互交流ができるよう、発表会や地域行事への参加を促す。
③　社会教育関係団体の指導者等が研修会へ参加できるよう、計画的に支援する。
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５　次代へ伝える、かけがえのない文化財の保存・活用
　⑴　文化財の保護・保存と公開・活用

現
　
　
　
　
　
　
　
状

・　中南管内には、国指定等文化財が108件（重要文化財31件、重要無形文化財１件、重要
無形民俗文化財１件、記念物９件、伝統的建造物群２件、登録有形文化財57件、登録記
念物４件、その他３件）、県指定文化財が86件（県重宝54件、県技芸１件、県有形民俗
文化財１件、県無形民俗文化財14件、その他16件）、市町村指定文化財が294件（弘前市
149件、黒石市34件、平川市71件、西目屋村１件、藤崎町13件、大鰐町16件、田舎館村10
件）ある。

・　各市町村では、地域の歴史・文化を伝えるかけがえのない文化財の保護・保存を進め
ている。また、管内４市町村にある博物館等の施設においては、展示や整備の工夫に努
め、魅力ある企画展を開催し、利用の促進を図っている。

・　各市町村では、学校等の求めに応じ、学習資料の提供や講師の派遣など、その活用に
努めている。

課
題

・　地域共有の財産である文化財の保存と、文化財保護思想の普及・啓発に努めるととも
に、積極的な公開・活用を更に推進する必要がある。

留
意
事
項

①　文化財の公開・活用や文化財講座の開催等の機会を通じて、文化財保護思想の普及・
啓発に取り組む。

②　文化財や関連施設をネットワーク化し、広域的活用を進める。
③　管内小・中学校と連携して、世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」を含めた地元
の史跡、遺跡等を活用した教育活動や講演会を推進し、文化財に親しむ機会の充実を
図る。

　⑵　伝統芸能・技術の継承

現
　
　
状

・　学校と地域が連携し、特別活動や総合的な学習の時間等を活用しながら、伝統芸能・
技術の継承に努めている。

・　後継者不足と指導者の高齢化に悩みながらも、地域が一体となって後継者の育成に取
り組んでいる事例がある。

課
題

・　伝統芸能・技術の継承・発展のために、学校や地域での発表の機会や体験活動等の事
業を充実させ、後継者の育成を支援する必要がある。

留
意
事
項

①　学校との連携を図りながら、次代を担うこどもたちへ伝統芸能・技術を継承する。
②　地域住民が伝統芸能・技術に親しむ機会として地域で発表する場などを拡充し、その

意義や素晴らしさについて啓発するとともに後継者の育成を支援する。
③　伝統芸能・技術を映像や音声で保存し、次世代へ伝承する活動を支援する。
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６　活力、健康、感動を生み出すスポーツの推進
　⑴　ライフステージに応じたスポーツ活動の推進

現
　
　
　
状

・　各市町村では、地域住民の生涯にわたるスポーツ活動を推進するため、多くのスポー
ツ教室、講習会、スポーツイベント及びスポーツ大会を開催している。

・　「青森県民スポーツ・レクリエーション祭」や市町村独自のスポーツ・レクリエーシ
ョン祭等への参加を通して、地域住民の意欲が高まっている。

・　管内の総合型地域スポーツクラブは、６市町村に７クラブが設立されている。

課
　
題

・　高齢者の健康づくりの場の確保やこどものスポーツ環境の充実のため、地域住民が気
軽にスポーツへ親しむことができる環境づくりに取り組み、スポーツ活動を一層推進す
る必要がある。

留
　
意
　
事
　
項

①　日常的にスポーツへ親しむことができるよう、地域住民への啓発を図るとともに、世
代に応じたスポーツに関する情報や活動機会を提供する。

②　スポーツ振興計画を策定し、隣接市町村及び関係機関等との連携を図りながら、地域
におけるスポーツ活動を推進する。

③　地域の多様なニーズを把握し、地域住民の参画を得ながら、スポーツクラブ等の育成
と支援に取り組む。

　⑵　地域のスポーツ環境の整備・充実及びスポーツによる地域の活性化

現
　
　
　
　
　
状

・　地域住民のスポーツ活動の利便性向上のため、体育施設の整備や学校体育施設（廃校
施設を含む。）の開放を進めている。

・　令和５年度の中南管内におけるスポーツ推進委員は118名（男80名、女38名、昨年度
比増減なし）で、長年継続して務めている委員が多く、体育的行事の運営や学校・地域
住民対象の教室や講座への協力等、スポーツ活動の普及に積極的に取り組んでいる。

・　各市町村では、スポーツ推進委員やスポーツ指導者等を種々の研修会等へ参加できる
よう支援するとともに、スポーツイベント等で講師や運営者として活用するなど、活動
の場の提供に努めている。

・　地域活性化のためにスポーツイベントを活用している市町村がある。

課
題

・　地域住民が、目的に応じて主体的、継続的にスポーツへ親しむために、スポーツ指導
者やスポーツボランティアの確保と活用に一層取り組む必要がある。

留
　
意
　
事
　
項

①　既存の体育施設の利便性向上や学校体育施設の開放を一層進め、身近なスポーツ環境
の整備に取り組む。

②　地域住民の多様なニーズに対応できるよう、スポーツ指導者等の発掘・育成に努め、
積極的な活用を図る。

③　スポーツイベントの開催、大会や合宿の誘致等、地域のスポーツに関する資源を生か
した地域活性化に向けた取組を推進し、スポーツ参画人口の拡大を図る。
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第４章　総務課関係

　Ⅰ　令和６年度学級編制基準

１　学級編制基準

　　公立小学校及び中学校の１学級の児童生徒数の基準は、次のとおりとする。

※１　「２個学年複式学級」とは、引き続く２の学年の児童又は生徒で編制する学級を
　　いい、（　）内の数字は、２の学年の間に児童又は生徒の存しない学年がある場合

（いわゆる「飛び複式学級」）のいずれか一方の学年の児童生徒数である。
※２　「特別支援学級」は、２以上の学年の児童又は生徒の数の合計が８人以下である

場合は１学級に編制する。
　⑴　学級は同学年で編制するのが原則であり、できる限り少ない個数の学年で編

制し、同学年の児童生徒数は分割しない。
　⑵　児童生徒数が８人を下回っている下の学年から順に編制する。ただし、必ず

しも引き続く学年によることを要しない。

２　県が実施する弾力的な学級編制について
　「単式学級」において、小学校及び中学校の全学年は、上記１の表の学級編制基準
（以下「基準」という。）により学年２学級以上の場合、児童生徒数の上限を33人と
することができる。
　なお、33人を上限とした場合の学級増は、学年毎に１学級までとする。

学校種別

学級編制の区分
小　学　校 中　学　校

単　式　学　級 第１～５学年　３５
第６学年　　　４０ ４０

２　個　学　年
複　式　学　級

　　　　（※１）

第１学年の児童
を 含 む 場 合 　８（４）

　　　８（４）
第１学年の児童
を含まない場合 １６（８）

特 別 支 援 学 級
　　　　（※２） ８ ８
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　Ⅱ　令和６年度小・中学校教職員配置基準

1　公立小学校及び中学校の教職員配置基準は、次のとおりとする。
　　学級数については、県が定める学級編制基準による。

小学校
１　校　長
　　１校に１人とする。

２　教　員（教頭・教諭）
　⑴　次の表のとおり配置する。
　　　教員数には教頭を含むものとする。

⑵　特別支援学級（各障害種別）において、担当教員１人当たりの指導児童数が、平均し
て６人を超える学校には、１人増配置する。

⑶　指導方法の工夫改善等に積極的に取り組む学校には、学級数及び児童数を勘案し、別
途配置する。

３　養護教諭
⑴　４学級以上の学校に１人とする。
⑵　３学級以下の学校については、児童数、施設、設備、学校保健活動の推進状況等を勘

案し、努めてへき地に重点をおいて配置するものとする。
⑶　児童数が851人以上の学校に１人増配置する。
⑷　⑶以外の学校については、児童数及び保健室登校等学校事情を勘案し、１人増配置

する。

学級数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

教員数 ２ ３ ４ ５ ６ ８ ９ 10 11 12

学級数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

教員数 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23

学級数 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

教員数 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34
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４　事務職員
⑴ ４学級以上の学校に１人とする。
⑵ ３学級以下の学校については、次のとおりとする。

ア 児童数が25人以上の学校に１人とする。
イ 中学校が併置されている場合は、児童及び生徒の数が合わせて25人以上の学校に１

 　人とする。
⑶ 27学級以上の学校に１人増配置する。
⑷ 要保護及び準要保護児童が100人以上、かつその学校の児童数に対する割合が25/100

以上の場合、児童数及び学校事務処理体制等の事情を勘案し、必要があると認められる
学校に１人増配置する。

⑸ 事務の共同実施による事務部門の強化対応を行う学校には、別途配置する。

５　栄養教諭・学校栄養職員
⑴ 学校給食（給食内容がミルクのみである給食を除く。以下同じ。）を実施する共同調

理場については、次のとおりとする。
ア 児童及び生徒の数が1,500人以下の共同調理場に１人とする。
イ 児童及び生徒の数が1,501人以上6,000人以下の共同調理場に２人とする。
ウ 児童及び生徒の数が6,001人以上の共同調理場に３人とする。

⑵ 学校給食の単独実施校については、次のとおりとする。
ア 児童及び生徒の数が550人以上の単独実施校に１人とする。
イ 児童及び生徒の数が550人以上の単独実施校を有しない市町村に１人とする。

ただし、共同調理場に栄養教諭又は学校栄養職員（以下「栄養教諭等」という。）
が配置される市町村は除く。

ウ 栄養教諭等が配置されていない単独実施校を８校以上有している市町村に１人と
する。

エ 栄養教諭等が配置されていない単独実施校の児童及び生徒の数が合わせて800人以
上の町村に１人とする。

オ 上記以外の単独実施校については、児童及び生徒の数及び学校数等を勘案し配置
する。

⑶ 児童の食に関する指導に積極的に取り組む学校には、児童数等を勘案し、１人増配置
する。

⑷ 児童の食に関する指導体制の整備に積極的に取り組む市町村には、取組状況等を勘案
し、上記⑴～⑶の人数の範囲内で、栄養教諭を配置する。
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中学校

１　校　長
　　１校に１人とする。
　　ただし、小学校が併置されている場合は、小学校の校長が兼務するものとする。

２　教　員（教頭・教諭）
　⑴　次の表のとおり配置する。
　　　教員数には教頭を含むものとする。

⑵　特別支援学級（各障害種別）において、担当教員１人当たりの指導生徒数が、平均し
て６人を超える学校には、１人増配置する。

⑶　学校規模が14学級以上の上記教員数には、生徒指導専任教諭１人を含むものとする。
⑷　指導方法の工夫改善等に積極的に取り組む学校には、学級数及び生徒数を勘案し、別

途配置する。

３　養護教諭
⑴　４学級以上の学校に１人とする。
⑵　３学級以下の学校については、生徒数、施設、設備、学校保健活動の推進状況等を勘

案し、努めてへき地に重点をおいて配置するものとする。
⑶　生徒数が801人以上の学校に１人増配置する。
⑷　⑶以外の学校については、生徒数及び保健室登校等学校事情を勘案し、１人増配置

する。
⑸　小学校が併置されている場合は、小学校の養護教諭が兼務するものとする。
　　ただし、⑴または、⑵を満たし、かつ、小学校に配置がない場合、中学校に１人と

し、小学校の養護教諭を兼務するものとする。

４　事務職員
⑴　４学級以上の学校に１人とする。
⑵　３学級以下の学校については、生徒数25人以上の学校に１人とする。
⑶　21学級以上の学校に１人増配置する。
⑷　要保護及び準要保護生徒が100人以上、かつその学校の生徒数に対する割合が25/100

以上の場合、生徒数及び学校事務処理体制等の事情を勘案し、必要があると認められる
学校に１人増配置する。

⑸　事務の共同実施による事務部門の強化対応を行う学校には、別途配置する。
⑹　小学校が併置されている場合は、小学校の事務職員が兼務するものとする。ただし、

⑴または⑵を満たし、かつ、小学校に配置がない場合、中学校に１人とし、小学校の
事務職員を兼務するものとする。

５　栄養教諭・学校栄養職員
　　小学校に同じ。

学級数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
教員数 ３ ５ ７ ８ 10 11 12 13 15 17
学級数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
教員数 18 19 20 22 24 25 27 29 30 32
学級数 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
教員数 33 35 36 37 39 40 42 43 45 47
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2　弾力的な学級編制による学級増に伴う教職員の配置については、次のとおりとする。

１　県が実施する弾力的な学級編制
　⑴　小学校
　　　１学級増につき教諭又は講師を１人とする。
　⑵　中学校

　　１学級増につき教諭又は講師を、1中学校２⑴の基準により１人又は２人とする。

２　市町村が独自に実施する弾力的な学級編制
　県費負担教職員の配置は行わないため、授業時間数の増加などによって現有の教員に著
しい負担を課すことのないよう、実施市町村において適切に措置すること。

3　併置又は併設型の小中一貫教育推進校においては、指導計画や教育環境の整備状況及び
学校規模等の学校事情を勘案し、協議の上、1によらない教職員の配置をすることができ

るものとする。
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第５章　諸報告・実施要項

　Ⅰ　事故等発生時の報告（小・中学校）
　児童生徒及び教職員の生命に関わる重大な事故、報道が予想される事故等が発生した場合、
学校においては、市町村教育委員会に報告するとともに、速やかに教育事務所へも報告をお
願いします。
　上記以外の場合でも、学校から報告を受けた市町村教育委員会においては、教育事務所に
報告をお願いします。

１　報告の仕方と報告先
⑴　児童生徒及び教職員の事故等＊が発生した場合や集団下校等の特別な措置が必要な場
合（鳥獣類の目撃情報、不審者の目撃情報によるもの）

＊事故等・・・交通事故、水難事故、食中毒・経口感染症等、生活に関わる事故、問
題行動等（いじめの重大事態を含む。）

　　　　　　　　　※　県外での事故等についても報告する。
①　緊急の連絡を要する事故（生命に関わる重大な事故、報道が予想される事故、学校
給食が原因と考えられる食中毒・経口感染症等）の場合は、速やかに電話で報告する
こととし、その後文書により報告する。

　　②　上記以外の事故等は文書により報告する。

※　食中毒・経口感染症等は「食中毒・経口感染症等の報告」【様式１】により電子
メール又はＦＡＸで報告する。

⑵　新型コロナウイルス感染症・集団かぜ（インフルエンザ様症状）
　学校において、集団的な措置（臨時休業等）を取る場合

①　学校で「学校等欠席者・感染症情報システム」に措置内容について入力し、ＰＤＦ
を作成後、電話で報告する。
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⑶　施設・設備の場合（不法侵入、盗難、器物破損等の被害関係を含む。）
　学校から市町村教育委員会へ連絡する。（市町村教育委員会から教育事務所に連絡す
るとともに、県教育庁学校施設課助成グループにも、速やかに電話で報告する。）

２　事務所への連絡先
　⑴　児童生徒の場合
　　①　交通事故、水難事故、食中毒・経口感染症等、生活に関わる事故、集団かぜ

　　②　問題行動等（いじめの重大事態を含む。）

　
　⑵　教職員の場合

　⑶　施設・設備の場合

３　報告内容
　⑴　交通事故、水難事故、生活に関わる事故
　　①　報告内容（第１報でできるだけ掌握する。）

ア　報告者（所属、職、氏名）
イ　発生日時（月日、時刻）
ウ　発生場所（住所等具体的な場所）
エ　当事者又は事故者（氏名、学年、組、性別、住所、電話番号）
　　※　交通事故の場合〈自損、加害、被害、同乗〉の報告
オ　事故概要（事故原因、発生時の状況、事故直後の行動、搬送方法及び搬送先、事

故現場図）
カ　負傷の程度（医師からの説明等）

※　上記の項目について、分かる範囲で速やかに電話で報告をお願いします。そ
の後情報を収集して文書で報告してください。また、病状の変化及び事実関係
に変更があった場合には、直ちに連絡をお願いします。

電　　話 担　　当　　者
３２−１１３７（直通）
又は
３２−１１３１

体育・健康・安全教育担当
又は
教育課長

電　　話 担　　当　　者
３２−１１３７（直通）
又は
３２−１１３１

生徒指導担当
又は
教育課長

電　　話 担　　当　　者
３２−４４５１（直通）
又は
３２−１１３１

学務担当
又は
次　長

電　　話 担　　当　　者
３２−４４５１（直通）
又は
３２−１１３１

総務課長
又は
総務課職員
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　　②　留意事項
　　　ア　児童生徒が動揺しないよう、十分配慮する。
　　　イ　事故者の家族へ誠意をもって接する。
　　　ウ　病状の変化、事実関係の変更等がある場合は直ちに連絡する。
　　　エ　児童生徒の集会等を開き、事故の再発防止に努める。

　⑵　食中毒・経口感染症等
　　①　報告内容（第１報でできるだけ掌握する。）
　　　ア　報告者（所属、職、氏名）
　　　イ　発生日時（月日、時刻）
　　　ウ　発生場所（住所等具体的な場所）
　　　エ　学校名、学年、人数
　　　オ　状況、現在の対応

※　学校給食が原因と考えられる場合は、上記の項目について、分かる範囲で速
やかに電話で報告をお願いします。その後、「食中毒・経口感染症等の報告」
【様式１】を電子メール又はＦＡＸで市町村教育委員会へ提出してください。
その際、２週間前までの献立表、作業工程表、作業動線図等についての資料を
添付する。また、有症者が０になるまで、毎日、【様式１】により市町村教育
委員会へ報告をお願いします。

　　②　留意事項
　　　ア　発生が疑われる状況が生じた場合、速やかに関係機関と連絡を取る。
　　　イ　かぜに似た症状の場合もあるので注意する。
　　　ウ　学校給食に関わる食中毒が考えられる場合、この他にも発生している場合がある

ので、関係ある学校に連絡し、このような事態が発生していないか確認する。発生
している場合は、速やかに救済に努める。

　　　エ　学校給食が原因と考えられる場合、保健所等が検査に入ることがあるので、給食
施設等の現状維持に努める。

４　その他

　児童生徒の事故については、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第49号」の
削除及び「青森県公立小・中学校の管理運営の基準に関する規則」の廃止（H12.３.31
青教学1381号）に伴い、各市町村教育委員会から、青森県教育委員会への事故報告義
務はなくなったが、県教育委員会としては、県全体の実情を把握し、諸施策を講ずる必
要があるため、従前と同様に事故に係る参考資料を教育事務所を通して、県教育委員会
に提供していただくようお願いしている。（H12.６.26青教指第473号）
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【様式１】
食中毒・経口感染症等の報告（市町村立）
発信日時 令和 年 月 日 時 分 （第 報）

報 告 者
発 信 者 教育事務所（職・氏名）

（教育事務所）
（ＴＥＬ） （ＦＡＸ）緊急連絡先

発信日時 令和 年 月 日 時 分 （第 報）
報 告 者

発 信 者 教育委員会（職・氏名）
（市町村教育委員会）

（ＴＥＬ） （ＦＡＸ）緊急連絡先

発信日時 令和 年 月 日 時 分 （第 報）
報 告 者

発 信 者 立 学校（職・氏名）
（学 校）

（ＴＥＬ） （ＦＡＸ）緊急連絡先

学 校 名 立 学校 校長名

発 生 日 時 令和 年 月 日（ ）

おもな症状学校が複数に 児童生徒の罹患状況（ 月 日現在）
わたる場合は

※該当箇所に○学校毎に記載 症状はある欠席者 出席者 患者 延べ
が通院して 腹 痛・下 痢児
いない童 学年 在籍 入院 通院 通院 合計 患者数

吐き気・おう吐生
１徒

発 熱・発 疹の
２罹

その他の症状患
３・

通

４院
の

５ 発生の状況状
況

６

計

学校医の
指示事項

措
学校がとった

置 措置

状 市町村教育委員
会がとった措置

況
保健所の指示

その他参考となる
事項

※ 学校給食が原因と考えられる場合は、至急、その旨を連絡すること。
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　Ⅱ　災害発生時の報告（市町村教育委員会）
　市町村教育委員会においては、火災、地震、台風、弾道ミサイル等による被害が発生し
た場合は、児童生徒の安全対策や施設の安全確保等に万全を期するよう、気象情報等や市
町村が発表する避難情報並びにＪアラートが本県を対象として起動した情報に留意しなが
ら、適時適切な対応をお願いします。
　また、学校所在市町村以外で実施する教育活動中に被害等が発生した場合も児童生徒の
安否確認等の対応をお願いします。
　なお、被害関係（臨時休業等の措置を含む。）の情報を収集し次第、速やかに教育事務
所へ第１報をお願いします。

１　第１報について

　⑴　被害が発生した場合、臨時休業等の措置をとった場合
　市町村教育委員会は、小・中学校で火災、地震、台風等による被害が発生した場合や
これらにより臨時休業、時間短縮（午前授業、○時から出校などの状況）の措置をとっ
た場合、教育事務所に第１報として状況の報告をお願いします。

　⑵　震度５弱以上の地震が発生した場合
　市町村教育委員会は、管轄する地区において震度５弱以上の地震が発生した場合、被
害の有無にかかわらず教育事務所に第１報として状況の報告をお願いします。報告は可
能な限り発生後、概ね１時間以内にお願いします。

　⑶　学校所在市町村以外や県外において災害が発生した場合
　学校所在市町村以外で実施する修学旅行、宿泊学習、遠足、部活動、生徒会活動等の
全ての教育活動中に被害等が発生した場合は児童生徒の安否確認、被害の報告をお願い
します。

２　報告先
　　　総務課長へ報告する。不在の場合は総務課員（学務担当）へ報告する。
　　　電話　３２－４４５１（直通）又は３２－１１３１（内３１７、２２１、２５５）
　　　中南教育事務所アドレス　E-CHUNAN@pref.aomori.lg.jp
　　　担当　総務課長又は総務課員（学務担当）

３　報告内容（第１報）
　　第１報の報告等は、教育活動中の被害報告の迅速化、効率化を図るため「報告様式の
エクセルファイル」を活用の上、中南教育事務所へ電子メールで報告をお願いします。

　　「報告様式のエクセルファイル」は、平成２８年８月１０日に市町村教育委員会へ送
付済の「被害報告様式　小中学校【市町村教育委員会名】（H280805様式）.xlsx」です。

　　シートが３つ（「依頼文」､「様式(市町村）」､「記載例（市町村」）ありますので、注
意事項、記載例を参考に「様式（市町村）」の記入をお願いします。

　　「様式（市町村）」のシートの内容は下記のとおりです。
　　　１　施設等被害報告、２　人的被害報告、３　休校・短縮授業の措置報告
　　　４　教育活動（学校所在市町村以外で実施のもの）における被害報告

※４は、学校所在市町村以外で実施する修学旅行、宿泊学習、遠足等の学校行事
や部活動等全ての教育活動が対象です。学校所在市町村内で実施する教育活動
の被害については、「２　人的被害報告」で報告をお願いします。
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１１
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・

土
地

・
設

備

※
「

区
分

」
欄

は
建

物
の

場
合

の
み

「
全

壊
（

全
焼

・
全

流
出

）
」
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損
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設
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設
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」
「

文
化

財
」

「
そ

の
他

」
の

中
か

ら
選

択
し

て
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

※
概

算
被

害
額

が
不

明
な

場
合

は
「

調
査

中
」

と
し

て
く

だ
さ

い
。

２２
　　

人人
的的

被被
害害

報報
告告

死
亡

行
方

不
明

重
傷

軽
傷

待
機

者
等

死
亡

行
方

不
明

重
傷

軽
傷

待
機

者
等

死
亡

行
方

不
明

重
傷

軽
傷

待
機

者
等

※
施

設
の

管
理

上
に

お
い

て
生

じ
た

人
的

被
害

を
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

※
「

待
機

者
等

」
欄

は
交

通
手

段
の

遮
断

、
津

波
に

よ
る

被
害

等
に

よ
り

施
設

（
避

難
所

や
帰

宅
困

難
者

受
入

施
設

は
除

く
）

に
取

り
残

さ
れ

て
い

る
人

数
を

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。

※
学

校
施

設
以

外
の

施
設

に
お

け
る

「
幼

児
・

児
童

・
生

徒
」

の
人

的
被

害
は

「
幼

児
・

児
童

・
生

徒
」

欄
に

入
力

せ
ず

「
一

般
利

用
者

」
欄

に
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

○
○

○
市

○
○

中
学

校
学

校
施

設

所
在

地
（

市
町

村
名

）
施

設
名

種
　

別

児
童

・
生

徒
（

人
）

職
員

等
（

人
）

一
般

利
用

者
（

人
）

備
　

考

○
○

○
市

○
○

中
学

校
防

球
ネ

ッ
ト

学
校

施
設

－
防

球
ネ

ッ
ト

及
び

支
柱

の
一

部
倒

壊
。

倒
壊

部
分

幅
4
ｍ

程
度

○
○

○
町

○
○

小
学

校
校

舎
学

校
施

設
一

部
破

損
外

壁
に

多
数

の
ひ

び
割

れ
。

玄
関

前
軒

天
井

の
剥

離
。

外
壁

1
0
㎡

軒
天

井
3
㎡

調
査

中

○
○

○
○

市
○

○
中

学
校

倉
庫

学
校

施
設

全
　

壊
裏

山
が

崩
れ

落
ち

土
砂

が
流

入
し

て
建

物
全

体
が

倒
壊

。
収

納
し

て
い

た
○

○
設

備
も

破
損

。
5
0
㎡

所
在

地
（

市
町

村
名

）
施

設
名

種
　

別
区

　
分

被
害

状
況

被
害

規
模

(
被

害
(
床

)
面

積
等

)
概

算
被

害
額

（
千

円
）

備
　

考

被
害

額
は

設
備

分
含

む

令令
和和

○○
年年

○○
月月

○○
日日

にに
発発

生生
しし

たた
○○

○○
○○

のの
被被

害害
報報

告告
【【

中中
南南

教教
育育

事事
務務

所所
へへ

のの
報報

告告
（（

HH
22
88
00
88
00
55
様様

式式
））

】】

教
育

委
員

会
名

○
○

教
育

委
員

会
○

○
課

担
当

職
氏

名
○

○
　

　
○

○
○

○

連
絡

先
○
○
○
－
○
○
○
－
○
○
○
○

（
対

象
施

設
：

学
校

施
設

・
社

会
教

育
施

設
・

社
会

体
育

施
設

・
文

化
施

設
・

文
化

財
等

）

報
告

時
点

○
月

○
日

○
時

○
分

記
載
例

－ －
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３３
　　

休休
校校

・・
短短

縮縮
授授

業業
のの

措措
置置

報報
告告

※
「

措
置

」
欄

は
「

休
校

」
「

短
縮

授
業

」
の

中
か

ら
選

択
し

て
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

４４
　　

教教
育育

活活
動動

（（
学学

校校
所所

在在
市市

町町
村村

以以
外外

でで
実実

施施
のの

もも
のの

））
にに

おお
けけ

るる
被被

害害
報報

告告

※
学

校
所

在
市

町
村

以
外

で
実

施
す

る
修

学
旅

行
、

宿
泊

学
習

、
遠

足
等

の
学

校
行

事
や

部
活

動
等

全
て

の
教

育
活

動
を

対
象

と
し

て
く

だ
さ

い
。

※
学

校
所

在
市

町
村

内
で

実
施

す
る

教
育

活
動

の
被

害
に

つ
い

て
は

、
「

２
人

的
被

害
」

で
報

告
し

て
く

だ
さ

い
。

【
留

意
事

項
】

欄
が

不
足

す
る

場
合

は
適

宜
追

加
す

る
こ

と
。

○
○

町
○

○
小

学
校

遠
足

○
○

町
児

童
２

名
軽

傷
児

童
は

病
院

で
治

療
中

○
○

村
○

○
小

学
校

宿
泊

学
習

○
○

市
児

童
４

名
軽

傷
児

童
へ

応
急

措
置

済
。

宿
泊

場
所

待
機

中

○
○

市
○

○
中

学
校

修
学

旅
行

○
○

県
○

○
市

生
徒

１
名

重
傷

生
徒

は
病

院
に

入
院

。
行

程
切

り
上

げ
○

日
帰

青

○
○

市
○

○
中

学
校

○
○

部
の

全
国

大
会

参
加

○
○

県
○

○
市

周
辺

の
交

通
手

段
遮

断
○

○
避

難
所

で
待

機

学
校

所
在

地
（

市
町

村
名

）
学

校
名

行
事

内
容

災
害

発
生

時
の

児
童

生
徒

等
所

在
地

参
加

者
数

（
人

）

被
害

状
況

措
置

状
況

児
童

生
徒

引
率

者
等

○
○

町
○

○
中

学
校

学
校

施
設

短
縮

授
業

○
月

○
日

全
学

年
の

登
校

時
間

を
１

時
間

繰
り

下
げ

。

○
○

市
○

○
中

学
校

学
校

施
設

短
縮

授
業

○
月

○
日

全
学

年
を

午
前

授
業

で
切

り
上

げ
。

○
○

市
○

○
小

学
校

学
校

施
設

休
校

○
月

○
～

○
日

交
通

手
段

が
遮

断
さ

れ
て

い
る

た
め

休
校

。

所
在

地
（

市
町

村
名

）
学

校
名

種
　

別
措

　
置

措
置

対
象

の
日

内
　

容

－ －
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　Ⅲ　指導主事による学校訪問実施要項
１　目　　的

　令和６年度の「学校教育指導の方針と重点」に基づいて、学校運営における教育活動推
進の諸問題について指導・助言し、学校教育の水準向上に資する。

２　実施方法
　⑴　西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村への学校訪問
　　①　計画訪問（文書様式２）

項 目 内　　　　　　　　　　　容
目 的 ①　学校運営、教育課程の管理等に関わる現状把握と課題解決について指導・助言する。

②　学習指導、生徒指導、健康教育等に関わる諸問題を把握し、指導・助言する。
③　「学校教育指導の方針と重点」に基づく教育施策を周知徹底する。

実 施 時 期 ①　５月から７月までを原則とする。
②　１校につき１回実施する。

日程・内容 　当日の日程については、下記の内容を参考とし、各学校の実情に合わせて訪問の成果が上が
るよう計画する。

学 校 運 営
教 育 課 程
の 管 理

①　学校の教育課題とその解決の方策（成果・課題・改善策）
②　教育課程の管理
③　校内研修の理論と実践
④　学習環境の整備状況
⑤　生徒指導の実際

授 業 参 観 ①　授業参観は一般授業だけでよい。
②　小学校においては国語、算数等一部の教科に偏りがないよう配慮し、外国語活動又は外国

語科に加え、特別の教科道徳、総合的な学習の時間及び特別活動の中から１つ以上を含むも
のとする。

③　中学校においては、特別の教科道徳、総合的な学習の時間及び特別活動から１つ以上を含
むものとする。

④　Ｔ・Ｔによる授業を実践している学校は、Ｔ・Ｔの授業を含む。
⑤　複式学級のある学校は、複式の授業を含む。
⑥　全ての授業を一巡した後、自由参観の時間を設けることを原則とする。

諸 帳 簿 等
準 備 資 料

諸計画、諸帳簿等の閲覧の時間を設定する。
訪問当日には、次の計画書、帳簿等を準備する。

①　学校経営案（基本的な方針、目標等）
②　各教科（年間指導計画）
③　道徳教育（全体計画、年間指導計画）
④　外国語活動（小学校…年間指導計画）
⑤　CAN-DOリスト形式による学習到達目標
　　（小学校外国語活動･外国語科、中学校外国語科）
⑥　総合的な学習の時間（全体計画、年間指

導計画）
⑦　特別活動（全体計画、年間指導計画）
⑧　生徒指導（全体計画）

⑨　キャリア教育（全体計画、年間指導計画）
⑩　出席簿
⑪　指導要録
⑫　個別の教育支援計画及び個別の指導計画
⑬　食に関する指導（全体計画①②）
⑭　学校保健計画
⑮　学校安全計画
⑯　危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）
⑰　学校いじめ防止基本方針
⑱　スタートカリキュラム
　　（小学校において入学生がある場合）

全 体 会 ①　学校の実情に応じて内容を計画する。
②　中南教育事務所「学校教育指導の方針と重点」などについて説明する時間を設定する。

備 考 　各学校長は、訪問日１週間前までに計画訪問実施計画書（文書様式２）に指導案等の資料を添
付し、中南教育事務所長あて提出する。部数は訪問者数に事務所保存用１部を加えたものとする。
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　　②　要請訪問（文書様式３）

　　③　訪問日の調整と手続き（文書様式１）
　　　ア　各学校長　→　各教育委員会教育長

　　　イ　各教育委員会教育長　→　中南教育事務所長

　　　ウ　中南教育事務所からの通知

　　④　各小・中学校からの学校要覧の提出

項 目 内　　　　　　　　　　　容
目 的 　自校の研修（研究）計画に基づく課題解決のために、校長・関係市町村教育委員会教育長の

要請を受けて訪問し、指導・助言する。
実 施 時 期 ①　９月から２月までを原則とする。

②　１校につき１回程度とする。
日程・内容 　当日の日程の計画及び内容については、訪問の成果が上がるよう計画する。
指 導 案 　集中授業の学習指導案は、次の諸点に留意して作成する。

①　児童生徒の実態や、予想されるつまずきに対する指導の手立てが分かるようにする。
②　ねらいを明確にし、学習過程や評価について工夫する。
③　自校の研修計画との関連が分かるようにする。

備 考 　各学校長は、訪問日１週間前までに要請訪問実施計画書（文書様式３）に指導案等の資料
を添付し、中南教育事務所長あて提出する。部数は訪問者数に事務所保存用１部を加えたも
のとする。

項 目 内　　　　　　　　　　　容
提 出 文 書 ①　文書様式１

②　希望する計画訪問日、要請訪問日を文書様式に従って作成（第３希望まで記入）する。
提 出 先 　各教育委員会教育長あて提出する。
提 出 部 数 　２　部
提 出 期 限 　４月15日（月）

項 目 内　　　　　　　　　　　容
提 出 文 書 ①　文書様式１

②　管下の学校の文書（文書様式１）を取りまとめる。
提 出 先 　中南教育事務所長あて提出する。
提 出 部 数 　１　部
提 出 期 限 　４月22日（月）

項 目 内　　　　　　　　　　　容
通 知 文 書 　指導主事学校訪問一覧
通 知 先 　各教育委員会教育長及び各学校長
通 知 予 定 　５月２日（木）
備 考 　各学校の訪問日を調整の上、訪問日を通知する。

項 目 内　　　　　　　　　　　容
目 的 　学校経営の概要を把握するため。
提 出 先 　中南教育事務所長あて提出する。
提 出 期 限 　５月９日（木）
提 出 部 数 ①　所長訪問用　　　　　　４　部

②　事務所保存用　　　　　１　部
③　指導主事の学校訪問用　訪問者数分

留 意 事 項 ・　期限までに準備できない場合は、準備できしだい速やかに提出する。
・　指導主事の学校訪問用は、訪問者を確認し、人数分提出する。
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　⑵　弘前市、黒石市、平川市への学校訪問帯同
　　①　学校訪問帯同

　中南教育事務所は三市教育委員会に帯同することとする。訪問の方法については、各
市教育委員会より別途通知される。

　　②　各小・中学校からの学校要覧の提出

　⑶　学校支援訪問「中南未来塾」について（文書様式４）

３　その他
　⑴　小教研・中教研・各種公開研究、地教委・研究団体主催研修会等への指導主事の要請
　　（文書様式４）

項 目 内　　　　　　　　　　　容
目 的 　学校経営の概要を把握するため。
提 出 先 　中南教育事務所長あて提出する。
提 出 期 限 　５月９日（木）
提 出 部 数 　弘前市５部、黒石市７部、平川市７部

①　所長訪問用　　　　　　４部
②　事務所保存用　　　　　１部
③　指導主事の学校訪問用　弘前市（※　訪問時に合わせて１部）、黒石市２部、平川市２部

留 意 事 項 　期日までに準備できない場合は、準備できしだい速やかに提出する。

項 目 内　　　　　　　　　　　容
提 出 文 書 　文書様式４に準ずる。
提 出 先 　中南教育事務所長あて提出する。
留 意 事 項 　事前に電話等で主任指導主事に連絡し、要請期日等決まりしだい速やかに提出する。

項 目 内　　　　　　　　　　　容

内 容 　学校の課題に応じた要請に対応する。
　※　学校と地域の協働等に関わる教育活動の要請については、社会教育担当者が対応する。

対 象 　学校（校内研修、学年部会、教科部会、個人）からの要請に応じる。
実 施 時 期 　担当指導主事等と日程調整の上、随時対応する。

手 続 き

留意事項等

弘前市、黒石市、平川市 西目屋村､藤崎町､大鰐町､田舎館村
①　学校から市教育委員会担当に電話等で連絡する。
②　市教育委員会担当から、中南教育事務所主任指導主事に

電話等で連絡する。
③　中南教育事務所が学校へ連絡をとり、日程調整する。
④　学校は文書様式４を中南教育事務所長あて提出する。
⑤　中南教育事務所は学校支援訪問「中南未来塾」の実施に

ついて、電話等で連絡するとともに文書様式４の写しを市
教育委員会に送付する。（教育課長あて事務連絡）

①　中南教育事務所主任指導主
事に直接電話等で連絡する。

②　学校と中南教育事務所間で
日程調整する。

③　学校は文書様式４を中南教
育事務所長あて提出する。

※　要請事項の内容や日程等を考慮し、中南教育事務所指導
主事と市教育委員会指導主事が連携して訪問するか、中南
教育事務所指導主事が単独で訪問するかについて、中南教
育事務所教育課長と市教育委員会指導課長又は教育センタ
ー所長が協議・調整し、実施する。
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令和　年　月　日

令和　年　月　日

令和　年　月　日

令和　年　月　日
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　Ⅳ　社会教育の教育委員会訪問及び事業訪問実施要項
１　目　的

⑴　各市町村における生涯学習・社会教育の現状や課題について把握し、市町村教育委員
会と中南教育事務所の連携協力の下、当該市町村の生涯学習・社会教育の課題解決に資
する。

⑵　各市町村の事業を取材し、広報紙（ホームページへ掲載）等で情報提供をすることに
よって、市町村教育委員会社会教育関係職員の情報の共有及びネットワークづくりを支
援する。

２　内　容
　⑴　教育委員会訪問
　　①　教育委員会及び中南教育事務所の出席者紹介
　　②　市町村教育委員会からの説明
　　　ア　今年度実施した社会教育事業の成果と課題について
　　　イ　質疑応答
　　③　中南教育事務所からの説明及び情報提供
　　④　その他
　⑵　事業訪問
　　①　各市町村教育委員会の事業取材

３　訪問期間及び訪問時間
　⑴　教育委員会訪問
　　①　訪問期間　　10月～11月
　　②　訪問時間　　午前又は午後　１時間半～２時間程度

※　訪問日の具体的日時については、別紙〈様式１〉（P68）により訪問日の希望調
査を行い、その後、各市町村教育委員会と日程調整をした上で決定する。

　⑵　事業訪問
　　①　訪問期間　　随時
　　②　訪問時間　　事業実施時間内

４　訪問者及び市町村教育委員会出席者
　⑴　教育委員会訪問
　　①　訪問者
　　　　教育課長、主任社会教育主事、社会教育主事、主任指導主事、指導主事
　　②　市町村教育委員会出席者
　　　　社会教育関係課長、中央公民館長、文化財保護関係課長、社会体育関係課長、社会

教育関係職員等
　　　※　教育長の出席は任意とする。
　⑵　事業訪問
　　①　訪問者
　　　　主任社会教育主事、社会教育主事等

５　その他
　⑴　教育委員会訪問
　　①　進行は、中南教育事務所が行う。
　　②　説明は、以下の資料を用いる。
　　　　なお、資料は６月７日（金）まで、中南教育事務所長あて５部提出する。
　　　ア　社会教育行政の方針と重点
　　　イ　社会教育関係事業計画（文化財保護及び社会体育関係事業計画を含む。）等
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〈様式１〉

○○○第　　　　号

令和 　 年 　 月 　 日

　　中南教育事務所長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○○○教育委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 教育長　　 　 　 　

令和　　年度「社会教育の教育委員会訪問」希望日について

　　このことについて、下記のとおり回答します。

記

　１　訪問希望日

　２　出席職員

　３　協議したい内容、質問等

第１希望日 令和　　年　　月　　日（　　）曜日　　午前・午後

第２希望日 令和　　年　　月　　日（　　）曜日　　午前・午後

第３希望日 令和　　年　　月　　日（　　）曜日　　午前・午後

氏　　　　名 職　　　　名 所　　　　　属
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　Ⅴ　生徒指導推進要綱
青森県教育委員会　

Ⅰ　趣　　旨
　各学校においては、すべての児童生徒の人格のよりよき発達を目ざすとともに、一人一人の児童生
徒が、明るく充実した学校生活を送ることができるよう、生徒指導の推進に努める必要がある。
　本要綱は、各学校が具体的に推進すべき事項とその内容を示し、生徒指導の一層の充実を図るもの
である。

Ⅱ　推進事項
１　生徒指導体制を確立し、全教職員が協同して指導すること。
２　共感的な児童生徒理解に努め指導すること。
３　一人一人の児童生徒が充実感や存在感を持てるよう、指導の工夫に努めること。
４　家庭や地域社会及び関係機関・団体等との連携を密にし、協力を得て指導すること。

Ⅲ　推進内容
　１　推進事項１について

⑴　指導方針や実践すべき内容を明確にして、共通理解を図り、全教職員が協力し合い指導に当
たること。

⑵　学級（ホームルーム）、学年、生徒指導部等でそれぞれ実践すべき指導内容や方法を確認し
合い指導に当たること。

⑶　生徒指導に関する校内研修を計画的、継続的に実施し、指導力の向上に努めること。
　２　推進事項２について

⑴　一人一人の児童生徒の置かれている状況や心情を、児童生徒の立場に立って理解するよう努
めること。

⑵　一人一人の児童生徒を他の教職員の協力を得ながら、多面的、総合的に理解するよう努める
こと。

⑶　上記の児童生徒理解に基づいて、一人一人の児童生徒の個に応じた指導に努めること。
　３　推進事項３について

⑴　一人一人の児童生徒が学ぶ喜びや成就感を味わえるよう、授業の充実に努めること。
⑵　一人一人の児童生徒にとって、心のよりどころとなる好ましい人間関係に支えられた学級

（ホームルーム）づくりに努めること。
⑶　児童生徒が自主的によりよい学校生活を築いていけるよう、児童会・生徒会活動等の充実に

努めること。
⑷　自然との触れ合いや勤労及び奉仕等の体験的な活動を充実させるよう努めること。

　４　推進事項４について
⑴　学校の指導方針や保護者の考え方などについて、学校と家庭が相互の理解を一層深めるよう

努めること。
⑵　地域の文化活動やスポーツ活動等の諸活動に参加させるなど、地域社会との連携を密にする

よう努めること。
⑶　関係機関・団体等との連携を深め、健全育成などについて望ましい協力関係を築くよう努め

ること。

Ⅳ　推進状況の確認と報告
１　校長は生徒指導の推進状況を定期的に確かめながら、指導の改善・充実に努めること。
２　学校と県教育委員会及び市町村教育委員会との連携を密にし、生徒指導の充実を図るため、県

立学校長にあっては県教育委員会教育長に、市町村立小・中学校長にあっては市町村教育委員会
を通して所轄教育事務所長に、別に示すところにより、各学期未に児童生徒の指導状況報告書、
年度末に生徒指導推進状況報告書を提出すること。
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　Ⅵ　合同サポートチームの派遣について
　合同サポートチーム（ＳＴＥＰＳ）は、「青森県教育庁と青森県警察本部が、少年非行等
に関して専門的な知識や豊富な経験を有するスタッフによる合同サポートチームを結成し、
学校・団体等の要望に応じた数名を派遣することで、教育と警察との合同のチームという特
色を生かして、少年非行防止、犯罪被害防止等の取組を支援する」ことを目的として、平成
16年４月７日に設置され、少年の非行防止及び犯罪被害防止に関して、集会等での児童生
徒への啓発・指導、教員、ＰＴＡ研修会等での助言、健全育成団体等が主催する会議での講
話・情報提供を中心に活動を行うものである。

１　派遣の申込み手続き
　「合同サポートチーム派遣申込書」［様式１］を作成の上、派遣希望日の概ね１か月前
までに、以下の順序により申込むものとする。
・公立小・中学校（ＰＴＡ等を含む。）
　学校→市町村教育委員会→教育事務所→教育庁学校教育課

２　派遣申込みテーマ等
　派遣申込みテーマは以下のとおりとする。但し、例示テーマ以外については別途派遣先
と事務局で協議するものとする。
⑴　少年非行の実態や非行防止に向けた取組み
⑵　初発型非行（万引き・自転車盗）や不良行為（飲酒・喫煙）
⑶　薬物乱用防止
⑷　犯罪被害防止と被害少年の援助
⑸　不審者の侵入や登下校時の連れ去りなどに対する学校の安全管理
⑹　非行と少年の心理
⑺　ネット犯罪防止及び被害の防止
⑻　いじめや暴力行為などの学校内での問題行動
⑼　子どもを非行に走らせない家庭での関わり
⑽　地域で取り組む少年非行防止

３　留意事項
　この合同サポートチームは、県教育委員会と県警察本部両機関の職員を合同で派遣し、
学校等での取組を支援するものであることから、従来からの非行防止教室等の機会に警察
職員のみが学校へ出向いて生徒へ講演するなどの取組については、これまでどおり各学校
と警察署との連携で行うこととし、合同サポートチームの派遣申込みは要しない。

４　旅費
　　派遣される職員の旅費については、当該職員の所属において対応する。

　［様式１］※　Ａ４縦
合同サポートチーム派遣申込書

申込月日　令和　　年　　月　　日
学　校・団体名
派　遣　希　望
年　　月　　日
時　　　　　間

第一希望
第二希望
第三希望

テ　　ー　　マ
対　　　　　象
場　　　　　所
内　　　　　容

（ある程度くわしく）
申 込 み 担 当 者
連　　絡　　先
職　・　氏　名
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　Ⅶ　スクールカウンセラーの緊急派遣について
　市町村立小・中学校において、児童生徒に対して緊急にカウセンリングが必要な
事案が生じた場合は、市町村教育委員会からの申請に基づき、県教育庁学校教育課
に配置しているスクールカウンセラーを当該小・中学校へ派遣することができる。

１　派遣申請手続
　市町村教育委員会は、県教育委員会教育長あてスクールカウンセラー緊急派遣申
請書（別紙１－２）を提出する。

２　勤務・相談状況報告
　市町村立小・中学校の校長は、派遣されたスクールカウンセラーに係る勤務・
相談状況報告書（緊急派遣用　別紙３－２）を３部作成し、派遣終了後（派遣期
間が複数月に及ぶ場合は各月の最後の勤務が終了するごとに）、速やかに所管する
市町村教育委員会教育長あて、県教育庁学校教育課長あて及び中南教育事務所長
あて１部ずつ提出する。

３　小中連携型配置校について
　中南管内においては、中学校区同一カウンセラーが配置されるため、中
学校区内の小・中学校において、派遣校の校長とカウンセリングを必要と
する児童生徒の在籍する学校の校長が電話等で連絡をとり、同意があれば、
年間計画を変更してカウンセリングを受けることができる。その際は、中
南教育事務所（スクールカウンセラー担当指導主事）及び、所管の市町村
教育委員会へ電話等で報告し、カウンセリングを実施した学校が勤務状況
報告書（様式３－１）、通勤費分費用請求書を作成し提出する。
※　同一市町村で同一スクールカウンセラーが配置されている学校間にお

いては、小中連携型配置校でない場合でも弾力的運用を可能とする。そ
の際の手続き及び勤務状況報告書については、小中連携型配置校におけ
る弾力的運用と同様とする。

（別紙１－２）

○○○第 号

令和 年 月 日

青森県教育委員会教育長 殿

○○○教育委員会教育長

（公 印 省 略）

スクールカウンセラー緊急派遣申請書

下記のとおり、スクールカウンセラーの派遣を受けた

いので、申請します。

記

１ 派遣日時

令和 年 月 日（ ） 時 分 ～ 時 分

２ 申請理由

３ 勤務場所

４ その他

（別紙３－２）

勤務・相談状況報告書（緊急派遣用）

派遣校 ＳＣ氏名

確認印 従事した日 従事した時間 相談状況

月 日 曜日 時 分（ ）

時 分

（ 時間 分）

月 日 曜日 時 分（ ）

時 分

（ 時間 分）

月 日 曜日 時 分（ ）

時 分

（ 時間 分）

月 日 曜日 時 分（ ）

時 分

（ 時間 分）

月 日 曜日 時 分（ ）

時 分

（ 時間 分）

計 時間 分

。注 申請した回ごとに提出する
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　Ⅷ　スクールソーシャルワーカーの派遣について
　県教育委員会は、公立小・中・高等・特別支援学校において、問題を抱える児童
生徒が置かれた環境へ働きかけ、その改善を図るため、福祉や教育に関して専門的
な知識及び技術を有する者等をスクールソーシャルワーカーとして配置し、学校と
関係機関等とのネットワークの構築、学校内のチーム体制構築や、保護者・教職員
の支援について、教員及び学校に対し、適切な指導及び援助を行うものである。

１　スクールソーシャルワーカーの職務
　⑴　問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ
　⑵　関係機関等とのネットワーク構築、連携、連絡調整
　⑶　学校内におけるチーム体制の構築、支援
　⑷　保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供
　⑸　教職員への研修活動
　⑹　その他、所属長が必要と認める職務

２　派遣申請手続
　⑴　市町村教育委員会

　スクールソーシャルワーカー派遣申請書（様式１）を教育事務所に１
部提出する。

　⑵　公立小・中学校
　管轄市町村教育委員会に派遣についての旨を連絡し、市町村教育委員　　
会が（様式１）を教育事務所に１部提出する。

３　その他
　派遣日時については、申請書（様式１）に基づき調整の上、派遣する。
随時派遣（緊急派遣）についても、対応の流れは同様とする。

（様式１）

○○○第 号

令和 年 月 日

中南教育事務所長 殿

○○○教育委員会教育長

（ 公 印 省 略 ）

スクールソーシャルワーカー派遣申請書

、 、下記のとおり スクールソーシャルワーカーの派遣を受けたいので

申請します。

記

１ 派遣日時

令和 年 月 日（ ） 時 分 ～ 時 分

２ 派遣校

○○立○○○学校

電話番号 ○○○○－○○－○○○○

担当職・氏名 ○○○ ○○ ○○・
３ 申請理由

４ 派遣内容

ア 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ

イ 関係機関等とのネットワーク構築、連携、連絡調整

ウ 学校内におけるチーム体制の構築、支援

エ 保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供

オ 教職員への研修活動

カ その他（ ）

※該当する記号を○で囲み、必要事項を記入してください。

◎対応の流れ

①派遣申請

学 校 → 市町 村 教 育 委 員会 → 教育 事 務

所の流れ（様式１）

②スクールソーシャルワーカー派遣

学 校 や 関係 保 護者 及び 児 童 生 徒 等 と

の 面 談 を実 施 し、 状況 を 把 握 す る 。

③対応の協議・決定

学 校 側 と対 応 を協 議し 、 今 後 の 方 向

性を決める。

④対応（例）

・ 関 係 機関 と の連 絡・ 調 整 を 行 う 。

・ ケ ー ス会 議 を実 施し 、 決 定 し た こ

とに取り組む。

・ 関 係 者に 必 要な 助言 や 情 報 提 供 等

の支援を行う。

・ 教 職 員等 へ の研 修会 で 講 師 や 助 言

を行う。

児 童 生 徒 が 抱 え る 問 題 の 改 善 へ
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　Ⅸ　特別支援教育巡回相談員制度について
１　制度のねらい

　本制度は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、保育所（園）及び認定こども園（以下、
「小・中学校等」）からの要請に応じて特別支援教育巡回相談員（以下、「巡回相談員」）
を派遣し、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒の学級担任等を専門的立場から支援す
るとともに、小・中学校等の校内支援体制の充実が図られるよう、必要な助言等を行うも
のである。

２　巡回相談員の要請及び報告書の提出について
　⑴　要請期間　６月から翌年１月末までの午後の時間帯
　⑵　要請回数　必要に応じて随時
　⑶　要請内容（複数選択可）
　　①　幼児児童生徒の指導に関すること
　　②　保護者との連携に関すること
　　③　校内支援体制に関すること
　　④　その他
　⑷　市町村立学校からの要請の手続き

①　教育事務所は、本制度の関係文書を４月中旬に、市町村教育委員会を通じて各学
校へ配布し、要請を募る。

②　派遣を希望する各学校は、派遣希望日の１ヶ月前までに「巡回相談員の派遣要請
書（様式第１－１号）」及び「特別支援教育巡回相談フェイスシート（要請用）」を
作成し、当該市町村教育委員会に各２部提出する。なお、２回目以降の要請につい
ても、同様の手続きをその都度行う。

③　教育事務所は、当該市町村教育委員会を通じて派遣を決定した巡回相談員名を要
請校に通知する。

④　要請校の校長等は、巡回相談員の所属する学校長及び巡回相談員本人と、訪問日・時
間・要請内容等について、電話等により直接確認する。

⑤　決定した日時に巡回相談員が訪問し、支援又は助言等を行う。
　⑸　訪問を受けた学校からの報告書の提出

①　巡回相談員の訪問を受けた学校は、訪問後の概要を「巡回相談員活用報告書（様　　　　　　　　
式第３号）」にまとめ、訪問後２週間以内に、所管の市町村教育委員会教育長及び　　　　　　　　
中南教育事務所長に１部ずつ提出する。

②　手続きの流れ

３　その他
⑴　原則として、要請訪問は午後からとし、巡回相談員と要請校との共通理解を図るた

めに、校長や特別支援教育コーディネーター等との協議を、日程の中に組み入れるよ
うにする。

⑵　訪問する巡回相談員については、提出されたフェイスシートを用いてマッチングを
行い、教育事務所が派遣を依頼する。

⑶　巡回相談員に対する旅費は、青森県教育委員会が負担する。
⑷　「巡回相談員の派遣要請書（様式第１－１号）」、「特別支援教育巡回相談フェイス

シート（要請用）」及び「巡回相談員活用報告書（様式第３号）」は、中南教育事務所
ホームページからダウンロードできる。
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（様式第１−１号）
文　　書　　番　　号
令和　　年　　月　　日

　中南教育事務所長　殿

学校
校長　　　　　　　　 印

巡 回 相 談 員 の 派 遣 要 請 書

　このことについて、下記のとおり要請します。

記

　（留意事項：対象児童生徒の学年、性別、相談内容の具体について記入する。）

担　任　名
（担当者）

担当学年
（組）

年
（組）

派 遣 を 希 望
す る 日 時

第１希望 月　　日（　）　　　時　　分～　　時　　分

第２希望 月　　日（　）　　　時　　分～　　時　　分

第３希望 月　　日（　）　　　時　　分～　　時　　分

助言や援助の
内 容

以下から希望する項目を選び、○で囲む。（複数選択可）
　・　児童生徒の指導に関すること
　・　保護者との連携に関すること
　・　校内支援体制に関すること
　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
選択した項目について詳細に記載してください。
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　（留意事項：対象児童生徒１名につき１枚作成する。）
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【事業一覧等・諸資料】

１ 学校教育関係事業一覧
番号 事 業 名 期 日 等 会 場 対 象 事 業 内 容

１ 中南管内小・中学 ４．９（火） 青森県武道館 小・中学校長 ・主要施策と方針及び重点の説明
校長会議 【午後】 ・中南教育事務所主管事業計画等

２ AOMORI小・中学校 ①５.14（火） Zoomによるオンラ 小学校外国語教育担当教 ・AOMORI ENGLISH PACKAGEの活用及び外国語教
外国語教育ワーク 【午後】 イン研修 員等【各校１名以上】 育における小・中連携に係る講義
ショップ 中学校英語担当教員【各

② ． ( ) 管内中学校 校１名以上】 ・外国語における小・中連携とAOMORI ENGLISH
【午後】 PACKAGEの活用を意識した研究授業と実践発

表、ワークショップ等

３ 中南管内指導主事 ５．17（金) 弘前パークホテル 弘前市、黒石市、平川市 ・管内教育行政の在り方等
等連絡協議会 【午後】 教育委員会及び中南教育 ・管内における学校教育の現状、課題等

事務所の指導主事等

４ 特別支援教育支援 ５．30（木) 青森県武道館 特別支援教育支援員等 ・特別支援教育の在り方
員等研修会 【午後】 ・障害の特性の理解

・障害に応じた対応の仕方

５ 小・中学校臨時講 ６．４（火) 青森県武道館 臨時講師及び養護助教諭 ・服務、教育法規等
師等研修会 【午後】 ・学習指導、生徒指導上の諸問題

６ 特別支援教育新担 ６．19（水) 青森県立 特別支援学級（知的障害、・授業参観と授業体験
当教員実地研修会 【全日】 弘前第一養護学校 自閉症・情緒障害等)新 ・教材教具の研究

担当教員及び担任経験３ ・学習指導上の留意点
年未満で研修を受けてい ・研究協議
ない教員

７ 安心できる学校づ ６．28（金) 弘前市立 小・中学校のハートフル ・いじめの未然防止、早期発見及び事案対処に
くり研修会兼小・ 【全日】 中央公民館相馬館 リーダー等 おける組織的対応力の向上、教員の指導力向
中学校生徒指導研 長慶閣 【原則１名】 上などについての講義・演習、協議等
究協議会

８ 複式学級担任者研 ６．28（金) 中泊町立薄市小学 小学校複式学級新担任及 ・西北教育事務所との合同開催
修会 【午後】 校（西北教育事務 び希望者 ・複式授業参観と授業研究協議

所管内） ・複式学級の学習指導、学級経営等

９ 地域と学校とのパ ７．４（木) 弘前市立 小・中学校の地域連携担 ・地域学校協働活動の理解、今後の地域と学校
ートナーシップ強 【午後】 中央公民館相馬館 当教職員等 の連携・協働についての講話等
化事業地域学校協 長慶閣 【原則１名】
働活動研修

10 青森県小学校教育 夏季休業中 原則として各校 小学校の校長、教頭、教 ・教育課程の実施に向けた説明等
課程研究集会（資 （動画配信期間） 諭、養護教諭、臨時講師 ・各校で校内研修として設定
料研修） 【各校とも全教員】 ・夏季休業中120分程度

11 青森県中学校教育 夏季休業中 原則として各校 中学校の令和４年度に受 ・学習指導要領の趣旨を踏まえた実践発表等
課程研究集会（オ （動画配信期間） 講していない教員（校長 ・夏季休業中120分程度
ンデマンド研修） を含む）【各校とも全教員

の３分の１程度】

12 地区就学相談・教 ７. 25（木) 青森県立 障害のある幼児児童生徒 ・就学相談
育相談会 【全日】 弘前聾学校 の保護者及び指導担当者 ・教育相談

７. 26（金) 黒石市立
【全日】 黒石小学校

13 小・中学校道徳教 ７．26（金) 青森県武道館 小・中学校教員 ・道徳教育の在り方
育研究協議会 【午後】 【原則１名】 ・資料分析と発問の仕方、指導案作成

. （ ) 弘前市立 ・公開授業参観
【午後】 桔梗野小学校 ・授業についての研究協議

. （ ) 弘前市立
【午後】 第五中学校

14 令和７年度県立高 ９．12（木) 弘前市立 中学校教員 ・県立高等学校入学者選抜要項の説明
等学校入学者選抜 【午後】 中央公民館相馬館 特別支援学校教員
要項説明会 長慶閣 高等学校教員

15 中弘南黒平地区生 10．３（木） 青森県武道館 管内中学校生徒指導専任 ・管内生徒指導の現状についての情報共有
徒指導専任教諭等 教諭等 ・各校情報交換
連絡協議会

【事業一覧等・諸資料】
　１　学校教育関係事業一覧



－　 －77
- 77 -

16 「教育課程の届 12．24（火) Zoomによるオン 西目屋村、藤崎町、大 ・「教育課程届出書」等の記載例説明
出書」等に係る 【午前】 ライン研修 鰐町、田舎館村小・中
研修会 学校関係教員等

17 冬季学校体育実技 １．７（火) 大鰐温泉スキー場 小・中・高・特別支援学 ・学校におけるスキー指導法
講習会 【全日】 校教職員等 ・ゲレンデにおける滑走技術の実際

18 中南管内行事調整 １．10（金) 弘前合同庁舎 弘前市、黒石市、平川市 ・令和７年度の行事調整
会議 【午前】 教育委員会及び関係団体

担当

［初任者研修関係］

［スポーツ健康課研修関係］

［生徒指導支援グループ研修関係］

第１回初任者研修校長等連絡協議会 ４. 12（金） 青森県武道館
第１回初任者研修拠点校指導教員研修会

第２回初任者研修校長等連絡協議会 ８．26（月） 弘前市立中央公民館
第２回初任者研修拠点校指導教員研修会 相馬館長慶閣

第３回初任者研修校長等連絡協議会 １．20（月） 青森県武道館
第３回初任者研修拠点校指導教員研修会

第１回初任者研修拠点校指導教員連絡会議 ４．１（月） 弘前市立中央公民館
岩木館

第２回初任者研修拠点校指導教員連絡会議 ５．９（木） 弘前合同庁舎

第３回初任者研修拠点校指導教員連絡会議 10．10（木） 弘前合同庁舎

初任者研修次年度実施校事前説明会 ３．28（金） 青森県武道館

事務所研修

番号 研 修 期 日 会 場

1 赴任時研修 ４．１（月） 弘前市立
中央公民館岩木館

2 示範授業研修 ７．11（木） 弘前市立千年小学校

６．26（水） 弘前市立第一中学校

3 一般授業研修Ⅰ ８．２（金） 岩木青少年スポーツ
・校外活動研修 センター

4 特別活動研修 11． （ ） 平川市立竹館小学校

11． （ ） 黒石市立中郷中学校

5 一般授業研修Ⅱ １．27（月） 青森県武道館

6 まとめ研修 ２．13（木） 青森県武道館

青森県総合学校教育センター研修

学級経営基礎講座Ⅰ ５．９（木）～５．10（金）

小 学習指導基礎講座Ⅰ ６．６（木）

学 学級経営基礎講座Ⅱ ９．５（木）

校 学習指導基礎講座Ⅱ 10．31（木）

学級経営基礎講座Ⅲ 12．５（木）

学級経営基礎講座Ⅰ ５．16（木）

中 教科等教育基礎講座Ⅰ ５．30（木）～５．31（金）

学 学級経営基礎講座Ⅱ ８．29（木）

校 教科等教育基礎講座Ⅱ 10．10（木）

教科等教育基礎講座Ⅲ 11．21（木）

研 修 期日等 会 場

多様な教育機会を活用した教育支援推進事業教員研修会【小・中原則１名】 ８．５（月） 青森県総合学校教育センター
【午前】

番号 研 修 期日等 会 場

１ 学校安全指導者研修会（交通安全）【中学校希望者】 ９．11（水） 青森県総合学校教育センター
【全日】

２ 学校安全指導者研修会（災害安全）【小学校希望者】 10．１（火） 青森県総合学校教育センター
【全日】
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　２　社会教育関係事業一覧

《その他の関連事業》

教
育
事
務
所
の
主
管
事
業

事　業　名 期 日 等 会　　場 対　　象 開　催　の　趣　旨

管内社会教育関係
課長・公民館長及
び担当者会議

5.23（木） 青森県武道館 社会教育関係
課長、公民館
長、 担 当 職
員等

県及び中南教育事務所の社会教育行政
の方針と重点の理解を図り、管内市町
村の生涯学習・社会教育の振興を図る。

スポーツ推進委員
地区研修会

6.16（日） 笹森記念体育
館（弘前市）

スポーツ推進
委員、社会体
育担当職員等

生涯スポーツ推進上の課題について研
究協議と実技研修を行い、スポーツ推
進委員の資質向上を図る。

放課後児童対策に
係 る 支 援 員 等 研
修会

前期
7.12（金）

青森県武道館 放課後子ども
教室教育活動
サポーター、
放課後児童ク
ラブ放課後児
童指導員、児
童館関係者等

放課後子ども総合プランを円滑に実施
するために、地域の放課後対策に関わ
る諸問題と子どもの育成をテーマとし
た研修会を行う。

後期
9.27（金）

社会教育の教育委
員会訪問

10月～11月 各市町村 社会教育関係
課長、公民館
長、 担 当 職
員等

生涯学習・社会教育の現状について把
握するとともに、課題等について意見
交換し、生涯学習・社会教育の充実に
資する。

事　業　名 期 日 等 会　　場 対　　象

県
主
催
の
会
議

市町村保健体育及び社会体育担当者
会議 4.12（金） 青森県総合社会教育

センター
市町村社会体育担当者

市町村教育委員会生涯学習・
社会教育主管課長及び担当者
会議

第１回 5.17（金） 青森県庁西棟８階大
会議室

市町村社会教育主管課
長、担当者

第２回 2.21（金）
青森県総合社会教育
センター又はオンラ
イン

文化財保護行政担当者会議 5.17（金） 青森県庁西棟８階大
会議室

市町村文化財担当者
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県

主

催

の

研

修

会

・

事

業

等

事　業　名 期　　日 会　　場 対　　象
青森県スポーツ推進委員協議会代議
員会 5.25（土） 青森県総合社会教育

センター スポーツ推進委員

地域学校協働活動推進のための研修 6. 6（木） 青森県総合社会教育
センター

地域協働活動推進員、
地域コーディネーター等

地域学校協働活動研修
【小 ･ 中学校原則１名】 7. 4（木） 弘前市立中央公民館

相馬館長慶閣
小・中学校の地域連携
担当教職員等　

家庭教育応援フォーラム 10 ～11月予定 青森県総合社会教育
センター

教育関係者、一般県民

こどもの読書活動推進大会 12月上旬 つがる市会場 教育関係者、一般県民
あおもりの中学生・高校生による『大切なあなたへ薦める青春の一冊』 ７月～９月中旬に募集

パワフルＡＯＭＯＲＩ！創造塾 7月～12月 青森県総合社会教育
センター他

地域活動に意欲がある県
民（概ね20代～40代）

青森で生きる未来人財育成事業 随時 オンライン講習
ボランティア活動

県内全ての高校生

生涯学習・社会教育関係職員研修講座、
地区研修 5月～９月 青森県総合社会教育

センター他
市町村教育委員会、関
係団体等の職員等

学校と地域・企業等をつなぐキャリア
教育研修会 11.28（木） 大鰐町立大鰐中学校 企業・ＮＰＯ・地域学

校協働活動推進員等
地域資源を活用したキャリア教育推進
フォーラム 10月下旬 青森県総合社会教育

センター
教職員､企業､ＰＴＡ､
県民局､商工団体等

いじめ防止標語コンクール 6月～8月に募集 優秀賞作品からいじめ防止動画を制作・配信

事　業　名 期　　日 会　　場

そ

の

他

の

事

業

中弘南黒平地区スポーツ推進委員連絡協議会総会 4.25（木） 弘前市民体育館

中南地方社会教育委員連絡協議会総会 5月下旬 黒石公民館
中南地方社会教育委員連絡協議会研修会
　※　令和６年度東北地区社会教育研究大会を

第３回研修会とする。

第１回 7.24（水） 黒石公民館

第２回 9月中旬 黒石公民館

第３回 11.15（金） 観光物産館アスパム

第 17 回青森県民スポーツ・レクリエーション祭 7. 6（土） 7（日） 県内各地

東北地区スポーツ推進委員研修会 7.12（土）13（日） 宮城県石巻市

第 77 回市町村対抗青森県民体育大会 7.27（土）28（日） 西北地域

第 32 回青森県民駅伝競走大会 9. 1（日） 青森市

中弘南黒平地区地域スポーツフェスティバル 未定 西目屋村
総合型地域スポーツクラブアシスタントマネージャー
養成講習会 9.28（土）29（日） 青森県総合社会教育セ

ンター
第 46 回全国公民館研究大会・令和６年度東北地区社
会教育研究大会・第 69 回東北地区公民館大会・第 54
回青森県社会教育研究大会

11.14（木）15（金） リンクモア平安閣市民
ホール他

青森県スポーツ推進委員研修会 11.23（土） 青森県総合社会教育セ
ンター

社会教育主事講習 7月下旬～ 8 中旬 岩手県（岩手大学）
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　　３　研究指定校等一覧

　⑴　研究指定（委託）校等一覧（管内分）

　⑵　研究大会等（管内分）

指　　定　　名　　称 学　校　名　等 期　　間 指　定　機　関

いきいき青森っ子健康づくり事業 平川市立柏木小学校 令和５～６年度 青森県教育委員会

よりよい生き方を実践する力を育
む道徳教育の推進事業
（学校や地域等が抱える課題に応
　じた取組の支援）

平川市立猿賀小学校
平川市立尾上中学校

令和６年度 文部科学省

学校と地域・企業等をつなぐキャ
リア教育研修会

大鰐町立大鰐中学校 令和６年度 青森県教育委員会
 

名　　　　　　称 会　　　場 開 催 期 日 主　　催

令和６年度弘前大学教育学部附属
四校園合同公開研究発表会

弘前大学教育学部
　　　附属幼稚園
　　　附属小学校
　　　附属中学校

11．16（土） 弘前大学教育学部
附属学校園
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　４　中南教育事務所機構図

給与

旅費

担当

主　幹（副課長）

 成　田　育　子

総括主幹 古　川　　　満

主　事 濵　田　亜　希

主　事 小山内　一　希

専門員 小　向　　　徹

所内

担当
主　事 大　瀬　綾　乃

学務

担当

主　査 十枝内　将　大

主　事 宮　本　匡　隆

学校

教育

・

社会

教育

主任指導主事
 八木橋　千佳子

主任社会教育主事
 秋　谷　啓　児

指導主事 外　崎　正　義

社会教育主事
（指導主事兼務）
 栗　林　基　由

指導主事 葛　西　昭　吾

指導主事 豊　巻　裕　二

指導主事 宮　﨑　穣　路

所長

清　川　喜　之

次長

菅　井　智　紀

課長

川　添　直　也

課長

木　村　　　傑

総務課

教育課
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５ 中南教育事務所事務分掌一覧

所長 清 川 喜 之（内線２１６）

次長 菅 井 智 紀（内線３１６）

ＴＥＬ ０１７２（３２）１１３１（代表－内線ヘ）

ＦＡＸ ０１７２（３６）６５８４

総務課 ０１７２（３２）４４５１（総務課直通）

職 名 氏 名 事 務 分 掌

総務課長 川 添 直 也 課総括、公印保管、出納員、総括前渡資金取扱者、叙勲、番号制度、

学校事務研究団体、学校事務訪問、公立学校における教育改革支援

事業

主 幹 成 田 育 子 給与・旅費総括、小学校（黒石市・平川市・中津軽郡・南津軽郡）・

（副課長） 中学校（中南）給与、中学校（弘前市）旅費、新採用・給与事務研

修会、給与・旅費関係通知（副）、給与費調査（副）、学校事務研究

団体（副）、退職手当（副）、非常勤職員報酬・旅費（副）

総括主幹 吉 川 満 小学校（つがる市）給与・旅費、中学校（西北）給与・旅費、中学

校（西北）臨時職員給与、共済掛金、社会保険料、給与・旅費関係

通知、旅費調査・配分通知（副）、新採用・給与事務研修会（副）

主 事 濵 田 明 希 小学校（弘前市）給与、小学校（弘前市 1～16）旅費、所得税（副）、

臨時職員住民税（副）、学校事務訪問（副）、退職手当（副）

主 事 大 瀬 綾 乃 所内給与・旅費、令達事業経費、財産及び物品、福利厚生、文書収

受、統合庶務システム、文書管理システム、非常勤職員報酬・旅費、

雇用・労災保険（副）

主 事 小山内 一 希 小学校（五所川原市・西津軽郡・北津軽郡）給与・旅費、小学校（西

北）臨時職員給与、雇用・労災保険、所得税、臨時職員住民税、給

与費調査、旅費調査・配分通知、番号制度（副）

専 門 員 小 向 徹 小学校（弘前市 17～32、黒石市・平川市・中津軽郡・南津軽郡）・

中学校（黒石市・平川市・中津軽郡・南津軽郡）旅費、前渡資金精

算書確認、小学校（中南）給与（副）、共済掛金（副）、社会保険料

（副）

主 査 十枝内 将 大 教職員人事、教職員の服務、地教委との連絡調整

主 事 宮 本 匡 隆 教職員の服務、小・中学校の設置・廃止、学級編制、教職員の昇給

昇格、教員免許、公務災害、退職手当

【注】 ※弘前小

1 自得、2 高杉、3 船沢、4 三省、5 致遠、6 城東、7 福村、8 豊田、9 堀越、10 文京、11 千年、

12 大和沢、13 小沢、14 青柳、15 東目屋、16 和徳、17 時敏、18 城西、19 第三大成、20 朝陽、

21 桔梗野、22 石川、23 西、24 松原、25 東、26 北、27 大成、28 裾野、29 新和、30 岩木、

31 常盤野、32 相馬
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　教育課　　 ０１７２（３２）１１３７（教育課直通）

職・氏名 担 当 教 科 等 事　務　分　掌

教育課長

木　村　　　傑
学校教育全般
社会教育全般

○教育課総括
○教職員研修派遣
○研究指定校等の依頼
○他事務所・関係機関・市町村教育委員会と

の連携
○管内課長等連絡会議
○課内研修計画
○公立学校における教育改革支援事業

主任指導主事

八木橋　千佳子

国　　語
音　　楽
幼稚園教育

○管内小・中学校長会議
○管内指導主事等連絡協議会
○管内行事調整会議
○「中南の教育」関係
○学校訪問（計画・要請）
○学校支援訪問
○学校図書館関係
○課内行事予定（主）
○事業会場予約・借用手続（主）
○ペーパーティーチャー向けセミナー

主任社会教育主事

秋　谷　啓　児

生涯学習・社会教育総括
市町村社会教育委員
社会教育主事
社会教育団体
家庭教育
各種表彰
社会体育（副）

○社会教育全般（主）
○地域と学校とのパートナーシップ強化事業
○こどもの読書活動推進事業
○学校・家庭・地域連携協働推進事業
○放課後児童対策に係る研修会（主）
○あおもり家庭教育支援総合事業
○地域の今と未来をつなぐキャリア教育推進

事業
○あおもり県民カレッジ
○社会教育主事講習
○社会教育委員連絡協議会
○ＰＴＡ、婦人会、子ども会等の支援
○「中南の社会教育」関係
○社会教育の教育委員会訪問
○社会体育振興全般（副）
○課内行事予定（副）
○事業会場予約・借用手続（副）
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職・氏名 担 当 教 科 等 事　務　分　掌

指導主事

 外　崎　正　義

社　　会
図画工作
美　　術

特別支援教育（主）
人権教育
複式教育
キャリア教育

○特別支援教育関係研修会等
○教育課程調査関係【特支】
○チームで支える特別支援教育校内支援体制

充実事業
○複式学級担任者研修会
○小・中学校臨時講師等研修会
○青森県総合学校教育センター関係
○研修オンライン関係
○初任者研修（副）

社会教育主事
兼指導主事

栗　林　基　由

社会体育（主）
文化財保護

○社会体育振興全般（主）
○スポーツ推進委員地区研修会
○スポーツ推進委員連絡協議会
○文化財保護行政関係全般
○社会教育全般（副）
○放課後児童対策に係る研修会（副）

理　　科
生　　活
総合的な学習
の時間

情報教育（主）
環境教育
道徳教育（副）

○小・中学校教育課程地区研究集会
○教科書関係
○教育課程調査関係
○全国学力・学習状況調査
○中堅教諭等資質向上研修

指導主事

葛　西　昭　吾

外国語活動
外国語（英語）
家　　庭
技術･家庭

国際理解教育
情報教育（副）
生徒指導（副）

○初任者研修（主）
○小・中学校外国語教育充実支援事業
○国際交流事業関係
○芸術教室関係
○県立学校入学者選抜関係
○問題行動に関する事故報告（副）

指導主事

豊　巻　裕　二

体　　育
保健体育
特別活動

体育・健康教育
安全教育
特別支援教育（副）

○いきいき青森っ子健康づくり事業
○体力・運動能力調査関係
○中学校保健体育担当者研修会
○冬季学校体育実技講習会
○交通事故・水難事故・集団かぜ等報告
○赤十字関係

指導主事

宮　﨑　穣　路

算　　数
数　　学
道　　徳

生徒指導（主）
教育相談
道徳教育（主）

○問題行動に関する事故報告（主）
○スクールカウンセラー配置事業
○スクールソーシャルワーカー配置事業
○中南管内生徒指導関係機関連絡協議会
○中弘南黒平地区生徒指導専任教諭等連絡協

議会
○地区生徒指導推進協議会
○小・中学校生徒指導研究協議会兼安心でき

る学校づくり研修会
○小・中学校道徳教育研究協議会
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６ 中南管内小・中学校一覧
（1）小学校 Ｒ６.４.１現在

《弘前市》 （学校指導課） TEL ８２-１６４４ FAX ８２-５８９９ 〒036-1393 弘前市賀田１丁目1-1

（教育センター）TEL ２６-４８０３ FAX ２８-２８７７ 〒036-8085 弘前市末広４丁目10-1

学 校 名 電 話 ＦＡＸ 郵便番号 住 所

1 自 得 98-2221 98-2253 036-1205 鬼沢字菖蒲沢109-4

2 高 杉 95-2014 95-2021 036-8302 高杉字神原7-1

3 船 沢 96-2120 96-2213 036-8375 細越字早稲田42

4 三 省 95-2219 95-2230 036-8313 中崎字野脇142-2

5 致 遠 34-3251 34-3761 036-8325 浜の町北1-7-1

6 城 東 32-4054 32-5265 036-8071 大久保字西田105-40

7 福 村 27-6679 27-6737 036-8082 福村1-1-1

8 豊 田 27-7820 27-7868 036-8101 豊田1-4-1

9 堀 越 27-4869 27-5056 036-8111 門外1-3-3

10 文 京 32-5866 32-6080 036-8155 中野1-1-1

11 千 年 87-2012 87-2032 036-8127 小栗山字川合119-7

12 大 和 沢 87-2234 87-2286 036-8132 狼森字天王12-1

13 小 沢 88-3016 88-3017 036-8247 大開2-5-1

14 青 柳 32-4600 32-5357 036-8264 悪戸字村元7-2

15 東 目 屋 86-2011 86-2012 036-1441 桜庭字清水流39

16 和 徳 32-0725 32-0856 036-8001 代官町107-3

17 時 敏 34-3255 34-5868 036-8063 宮園1-5-1

18 城 西 32-0247 33-8848 036-8364 新町236-1

19 第三大成 32-2846 32-3638 036-8173 富田町47

20 朝 陽 32-3647 32-3913 036-8216 在府町36

21 桔 梗 野 32-4078 32-5263 036-8227 桔梗野2-21

22 石 川 92-2110 92-2150 036-8124 石川字庄司川添19-1

23 西 34-1335 34-1350 036-8279 茜町3-2-1

24 松 原 87-5900 87-5901 036-8141 松原東2-17

25 東 27-1588 27-1637 036-8093 城東中央5-6-1

26 北 33-6780 33-6852 036-8062 青山3-15-1

27 大 成 32-2591 32-2865 036-8185 御幸町13-1

28 裾 野 99-7131 99-7132 036-1202 十面沢字轡293

29 新 和 73-2673 73-2681 038-3615 青女子字桜苅292-4

30 岩 木 82-3008 82-3135 036-1331 五代字前田451

31 常 盤 野 83-2047 83-3085 036-1345 常盤野字湯の沢45-4

32 相 馬 84-3107 84-3567 036-1502 黒滝字二ノ松本2-4

弘前大学附属 32-7202 38-1517 036-8152 学園町1-1

＋

＋
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《黒石市》 TEL ５２-２１１１ FAX ５２-３７７７ 〒036-0307 黒石市市ノ町5-2

33 東 英 54-8311 54-8344 036-0415 上山形字築館9-1

34 六 郷 52-3759 52-3837 036-0536 三島字宮元380-1

35 黒 石 52-2391 52-2403 036-0381 株梗木字中渡1-1

36 黒 石 東 52-3880 53-4215 036-0338 春日町70

《平川市》 TEL ５５-５７４７ FAX ５７-３３２３ 〒036-0104 平川市柏木町藤山25-6

37 金 田 57-3010 57-5517 036-0203 南田中北原120-1

38 猿 賀 57-3020 57-5570 036-0242 猿賀明堂136-2

39 柏 木 44-3047 44-9455 036-0104 柏木町柳田8-2

40 大 坊 44-3128 44-9433 036-0145 岩館下り松72-2

41 小 和 森 44-3149 44-9477 036-0101 大光寺二村井166

42 松 崎 44-3154 44-9466 036-0162 館山上亀岡5-1

43 竹 館 44-3013 44-9444 036-0141 沖館永田34-3

44 平 賀 東 44-2628 44-9488 036-0122 尾崎川合69

45 碇 ヶ 関 45-2311 45-2312 038-0101 碇ヶ関三笠山100-2

《西目屋村》 TEL ８５-２８５８ FAX ８５-３１３２ 〒036-1411 西目屋村田代字稲元143

46 西 目 屋 85-2325 81-5381 036-1411 田代字稲元121-1

《藤崎町》 TEL ６９-５０１０ FAX ６５-３１２８ 〒038-1214 藤崎町常盤字三西田35-1

47 藤 崎 75-3019 75-5214 038-3802 藤崎字西村井5-1

48 藤崎中央 75-3303 75-3220 038-3814 水沼字浅田11

49 常 盤 65-2219 65-4505 038-1214 常盤字三西田23

《大鰐町》 TEL ４８-３２０１ FAX ４８-３２１５ 〒038-0211 大鰐町大鰐字前田51-8

50 大 鰐 48-2167 48-2163 038-0211 大鰐字羽黒館54

《田舎館村》 TEL ５８-２１１１（直通 58-2363） FAX ５８-４７５１ 〒038-1113 田舎館村田舎舘字中辻123-1

51 田 舎 館 58-2253 58-3450 038-1133 大根子字牧ヶ袋80

＋

＋
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＋
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（2）中学校 Ｒ６.４.１現在

《弘前市》 （学校指導課） TEL ８２-１６４４ FAX ８２-５８９９ 〒036-1393 弘前市賀田１丁目1-1

（教育センター）TEL ２６-４８０３ FAX ２８-２８７７ 〒036-8085 弘前市末広４丁目10-1

学 校 名 電 話 ＦＡＸ 郵便番号 住 所

1 新 和 73-2276 73-2285 038-3614 種市字小島57-2

2 船 沢 96-2130 96-2173 036-8382 富栄字浅井名1

3 東 目 屋 86-2015 86-2127 036-1441 桜庭字清水流63-3

4 第 一 32-3949 32-3946 036-8021 和徳町363-13

5 第 二 32-3642 32-3817 036-8367 平岡町72

6 第 三 32-2361 32-2362 036-8154 豊原1-3-3

7 第 四 32-5244 32-5248 036-8228 樹木5-2-6

8 第 五 27-3064 27-3074 036-8103 川先2-4-1

9 石 川 92-3310 92-3350 036-8124 石川字庄司川添19-1

10 北 辰 95-2019 95-2030 036-8302 高杉字五反田191

11 裾 野 93-2219 93-2276 036-1202 十面沢字湯ヶ森40

12 南 88-1441 88-1445 036-8144 原ヶ平字山中20-13

13 東 26-0575 26-0559 036-8085 末広3-2-1

14 津 軽 82-3004 82-3034 036-1331 五代字早稲田478

15 常 盤 野 83-2047 83-3085 036-1345 常盤野字湯の沢45-4

16 相 馬 84-2312 84-3128 036-1504 紙漉沢字山越48

弘前大学附属 32-7201 32-7281 036-8152 学園町1-1

弘前学院聖愛 87-1411 87-1413 036-8144 原ヶ平字山元112-21

東 奥 義 塾 92-4111 92-4116 036-8124 石川字長者森61-1

《黒石市》 TEL ５２-２１１１ FAX ５２-３７７７ 〒036-0307 黒石市市ノ町5-2

17 中 郷 52-3193 52-3196 036-0381 株梗木字中渡1-1

18 黒 石 52-3703 52-3725 036-0333 柵ノ木4-1

《平川市》 TEL ５５-５７４７ FAX ５７-３３２３ 〒036-0104 平川市柏木町藤山25-6

19 尾 上 57-3220 57-5009 036-0221 中佐渡南田49

20 平 賀 西 44-3018 44-9422 036-0101 大光寺白山13-2

21 平 賀 東 44-3049 44-9411 036-0115 新館後野104-1

22 碇 ヶ 関 45-2201 45-2202 038-0101 碇ヶ関三笠山100-2

《藤崎町》 TEL ６９-５０１０ FAX ６５-３１２８ 〒038-1214 藤崎町常盤字三西田35-1

23 藤 崎 75-3013 75-6510 038-3802 藤崎字西豊田90-1

24 明 徳 65-2218 65-4332 038-1214 常盤字一西田21-1

《大鰐町》 TEL ４８-３２０１ FAX ４８-３２１５ 〒038-0211 大鰐町大鰐字前田51-8

25 大 鰐 48-2224 48-2225 038-0221 虹貝字篠塚24-1

《田舎館村》 TEL ５８-２１１１（直通 58-2363） FAX ５８-４７５１ 〒038-1113 田舎館村田舎舘字中辻123-1

26 田 舎 館 58-2240 58-2219 038-1121 畑中字観妙寺40-１
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中南管内小・中学校メールアドレス一覧

Ｒ６.４.１ 現在

学校名等 メールアドレス 学校名等 メールアドレス

1 自 得 小 学 校 jitoku@hi-it.jp 37 金 田 小 学 校 kanata-shou01@hirakawa02210.bz-service.net

2 高 杉 小 学 校 takasugi@hi-it.jp 38 猿 賀 小 学 校 saruka-shou01@hirakawa02210.bz-service.net

3 船 沢 小 学 校 s-funazawa@hi-it.jp 39 柏 木 小 学 校 kashiwagi-shou01@hirakawa02210.bz-service.net

4 三 省 小 学 校 sansei@hi-it.jp 40 大 坊 小 学 校 daibou-shou01@hirakawa02210.bz-service.net

5 致 遠 小 学 校 chien@hi-it.jp 41 小和森小学校 kowamori-shou01@hirakawa02210.bz-service.net

6 城 東 小 学 校 jouto@hi-it.jp 42 松 崎 小 学 校 matuzaki-shou01@hirakawa02210.bz-service.net

7 福 村 小 学 校 fukumura@hi-it.jp 43 竹 館 小 学 校 takedate-shou01@hirakawa02210.bz-service.net

8 豊 田 小 学 校 toyoda@hi-it.jp 44 平賀東小学校 higashi-shou01@hirakawa02210.bz-service.net

9 堀 越 小 学 校 horikoshi@hi-it.jp 45 碇ヶ関小学校 ikarigaseki-shou01@hirakawa02210.bz-service.net

10 文 京 小 学 校 bunkyo@hi-it.jp 46 西目屋小学校 nsho@jomon.ne.jp

11 千 年 小 学 校 chitose@hi-it.jp 47 藤 崎 小 学 校 fujisho@fujisaki.ed.jp

12 大和沢小学校 oowasawa@hi-it.jp 48 藤崎中央小学校 chuuousho@fujisaki.ed.jp

13 小 沢 小 学 校 kozawa@hi-it.jp 49 常 盤 小 学 校 tokisho@fujisaki.ed.jp

14 青 柳 小 学 校 aoyagi@hi-it.jp 50 大 鰐 小 学 校 sanga01@ceres.ocn.ne.jp

15 東目屋小学校 s-higashimeya@hi-it.jp 51 田舎館小学校 kansho@bz01.plala.or.jp

16 和 徳 小 学 校 watoku@hi-it.jp 1 新 和 中 学 校 m-niina@hi-it.jp

17 時 敏 小 学 校 jibin@hi-it.jp 2 船 沢 中 学 校 m-funazawa@hi-it.jp

18 城 西 小 学 校 jousei@hi-it.jp 3 東目屋中学校 m-higashimeya@hi-it.jp

19 第三大成小学校 dai3-taisei@hi-it.jp 4 第 一 中 学 校 dai1@hi-it.jp

20 朝 陽 小 学 校 chouyou@hi-it.jp 5 第 二 中 学 校 dai2@hi-it.jp

21 桔梗野小学校 kikyouno@hi-it.jp 6 第 三 中 学 校 dai3@hi-it.jp

22 石 川 小 学 校 s-ishikawa@hi-it.jp 7 第 四 中 学 校 dai4@hi-it.jp

23 西 小 学 校 nishi@hi-it.jp 8 第 五 中 学 校 dai5@hi-it.jp

24 松 原 小 学 校 matsubara@hi-it.jp 9 石 川 中 学 校 m-ishikawa@hi-it.jp

25 東 小 学 校 s-higashi@hi-it.jp 10 北 辰 中 学 校 hokushin@hi-it.jp

26 北 小 学 校 kita@hi-it.jp 11 裾 野 中 学 校 susono@hi-it.jp

27 大 成 小 学 校 taisei@hi-it.jp 12 南 中 学 校 minami@hi-it.jp

28 裾 野 小 学 校 s-susono@hi-it.jp 13 東 中 学 校 m-higashi@hi-it.jp

29 新 和 小 学 校 s-niina@hi-it.jp 14 津 軽 中 学 校 tsugaru@hi-it.jp

30 岩 木 小 学 校 s-iwaki@hi-it.jp 15 常盤野中学校 tokiwano@hi-it.jp

31 常盤野小学校 tokiwano@hi-it.jp 16 相 馬 中 学 校 m-soma@hi-it.jp

32 相 馬 小 学 校 s-soma@hi-it.jp 17 中 郷 中 学 校 nakago-jhs@kuroishi.ed.jp

33 東 英 小 学 校 touei-es@kuroishi.ed.jp 18 黒 石 中 学 校 kuroishi-jhs@kuroishi.ed.jp

34 六 郷 小 学 校 rokugo-es@kuroishi.ed.jp 19 尾 上 中 学 校 onoe-chuu01@hirakawa02210.bz-service.net

35 黒 石 小 学 校 kuroishi-es@kuroishi.ed.jp 20 平賀西中学校 nishi-chuu01@hirakawa02210.bz-service.net

36 黒石東小学校 higashi-es@kuroishi.ed.jp 21 平賀東中学校 higashi-chuu01@hirakawa02210.bz-service.net

弘大附属小学校 fusyo@hirosaki-u.ac.jp 22 碇ヶ関中学校 ikarigaseki-chuu01@hirakawa02210.bz-service.net

弘大附属中学校 fuchu@hirosaki-u.ac.jp 23 藤 崎 中 学 校 fujichu@fujisaki.ed.jp

弘前学院聖愛中学校 jimu@seiai.ed.jp 24 明 徳 中 学 校 meichu@fujisaki.ed.jp

東奥義塾中学校 gijuku@gijuku.ac.jp 25 大 鰐 中 学 校 oowanichu@lime.ocn.ne.jp

中南教育事務所 E-CHUNAN@pref.aomori.lg.jp 26 田舎館中学校 kanchu01@bz01.plala.or.jp








